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はじめに  
 

本検討会は、「第４次産業革命」に代表される情報通信技術の活用を軸とする大きな社会・

経済面での変革を見据え、放送が基幹的なメディアとしてこれまでに果たしてきた社会的役

割を引き続き果たしていく観点から、今後求められる政策の方向性について検討することを

主眼として、2015年（平成 27年）11月に開催された。 

 

翌 2016 年（平成 28 年）９月の「第一次取りまとめ」で整理された３つの課題に沿って、

以降、①新たな放送サービスの展開や視聴者利益の確保の観点から、改正個人情報保護法に

基づく放送分野のガイドライン等の見直しや４Ｋ８Ｋ放送に係る周知広報のあり方の検討、

②地域における情報の確保の観点から、ラジオを中心とするローカル局やケーブルテレビの

役割の整理や支援のあり方の検討等を行い、それぞれ報告書をとりまとめた。 

 

さらに、新たな時代の公共放送のあり方については、ＮＨＫの「業務」「受信料」「経営（ガ

バナンス）」が相互に密接不可分であり、一体的な改革の推進が必要であるとの認識に立っ

た上で、ＮＨＫや民放等の関係者からのヒアリング等を通じて、慎重に検討を重ねてきた。

とりわけ、2018年（平成 30年）に入ってからは、専門家による集中的な検討を加速する観

点から、「起草委員会」を開催して、法的論点の整理を行ってきたところである。 

 

また、2017年（平成 29年）12月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」におい

て、規制改革推進会議の第二次答申を踏まえ、放送・通信の融合等の環境変化を踏まえ、放

送事業の未来像を見据えて、放送用に割り当てられている周波数の有効活用等について検討

を行うこととされたことから、2018年（平成 30年）１月より、「放送サービスの未来像を見

据えた周波数有効活用に関する検討分科会」（以下「分科会」という。）を設置し、経済・社

会・技術等の多角的な観点からの検討を行ってきた。あわせて、衛星放送を巡る課題につい

ては、メディアの特性を踏まえた専門的な検討を行う観点から、「分科会」の下で、「衛星放

送の未来像に関するワーキンググループ」（以下「衛星ＷＧ」という。）を開催した。 

 

本検討会は、「起草委員会」及び「分科会」（「衛星ＷＧ」を含む。）といった場を通じ、各

課題について検討を行ってきたものであり、本「第二次取りまとめ」も、基本的に、上記委

員会等の報告書をとりまとめた構成となっている。 

 

2017年（平成 29年）12月６日のＮＨＫ受信契約訴訟の最高裁大法廷判決においても示さ

れたように、我が国の放送は、公共放送事業者と民間放送事業者が、各々その長所を発揮す

ること等により、放送による福祉の享受を可能とする「二本立て体制」の下で発展してきた。

今次第二次取りまとめは、ＯＴＴ（オーバー・ザ・トップ）などの動画配信サービスの登場、

グローバル規模でのコンテンツ競争といった放送を巡る環境変化を踏まえ、ＮＨＫ及び民間

放送について、意義・役割を確認するとともに、可能な限り、課題解決に向けた取組の方向
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性を示すよう努めたものである。 

 

フェイクニュースを含む大量・多様なコンテンツが飛び交う中で、言論報道機関としての

放送には、国民・視聴者への高いリーチを有する基幹的なメディアとして、なおその社会的

役割を果たすことが求められている。我が国が本格的な人口減少社会を迎える中で、若年層

のテレビ離れや地域情報提供を担うローカル局を取り巻く厳しい環境を始めとする情報通

信サービスの利用環境の激変を見据えれば、放送には、従来のサービスの単なる継続に留ま

ることなく、通信サービスを活用しつつ、それとは異なる固有のコンテンツ・サービスとし

て、なお維持・発展を図っていくことが求められるであろう。 

 

本取りまとめで提言された取組を着実に実施に移していくことにより、放送を含めた多様

なメディアを通じて、国民生活に必要な情報や地域の情報、国民の判断基準となる情報が、

あまねく届けられる社会の実現に近づく一助となれば幸いである。 

 

放送を巡る諸課題に関する検討会座長 

千葉大学名誉教授 多賀谷一照 
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第１章 検討の経緯  

 「放送を巡る諸課題に課する検討会」（以下「本検討会」という。）は、近年、情報通信

技術の進展により、新しい放送サービス・機器の登場及び魅力ある地域情報の発信は、日

本の経済成長の牽引及び地方創生の実現に貢献するものとして期待されていること、ま

た、国内はもとより諸外国においても、ブロードバンドの普及はインターネットでの放送

番組の動画配信など放送コンテンツの視聴環境に変化を生じさせ、視聴者の様々なデバイ

ス（機器）によるコンテンツの視聴ニーズも大きくなっているといった環境変化等を背景

として、放送に関する諸課題について、①日本の経済成長への貢献並びに市場及びサービ

スのグローバル化への対応、②視聴者利益の確保・拡大等の観点から、中長期的な展望も

視野に入れた検討を行うことを目的として、2015年（平成 27年）11月から開催され、こ

れまで○20回の会合を行ってきた。 

 

 2016年（平成 28年）９月９日に本検討会が取りまとめた「第一次取りまとめ」では、

近年、情報通信分野の技術発展、ＩｏＴを含むあらゆる分野のインターネット化の進展と

ともに、ライフスタイルの変化や社会構造の変化等の大きな環境変化が顕在化する中で、

①新サービス・新事業の創造、経済成長への貢献、②新サービス・新事業の展開等に伴う

視聴者利益保護、③視聴者ニーズや地域課題への十分な対応、④地域情報、災害情報を含

む国民に必要な情報の円滑な提供といった課題について、放送・通信全体の枠組みの下、

視聴者視点での課題の解決が必要として、（１）新サービスの展開、（２）地域に必要な情

報流通の確保、（３）新たな時代の公共放送について対応の方向性を示した。第一次取りま

とめでは、新たな時代の公共放送について、ＮＨＫの業務・受信料・経営のあり方は、相

互に密接不可分なものであることから、一体的に改革を進めていく必要があるとし、その

具体的方策について、有識者・関係者からの意見も聴取しつつ、引き続き、検討を進めて

行くことが適当であるとされた。 

 

 本検討会は、第一次取りまとめを踏まえ、ＮＨＫのあり方について、事業者等からのヒ

アリングも実施しつつ検討を行った。この「新たな時代の公共放送」は、その検討結果を

まとめたものである。 
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［図１：「放送を巡る諸課題に関する検討会」の公共放送に関するこれまでの議論］ 

 

 

 

［図２：第一次取りまとめ（平成 28年９月９日）（全体イメージ）］ 
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［図３：第一次取りまとめ（新たな時代の公共放送（概要））］ 
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第２章 新たな時代の公共放送に向けた対応の方向性 

１．基本的な考え方 

 

 放送は、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与することを究

極の目的としており、我が国においては、ＮＨＫと民間放送が、それぞれに役割を果たし

ながら放送サービスの充実に貢献してきた。 

 ＮＨＫについては、言論報道の多元性や放送番組の質的水準を確保するとともに、民間

放送では十分に達成されない分野の役割を果たす、といった点に公共放送としての存在意

義が求められてきた。 

 インターネットサービスの高度化・多様化による視聴環境の変化に伴い、放送番組を

様々な機器・場所・時間等においても視聴したいという国民・視聴者からの期待は高まっ

ている。 

 公共放送としてのＮＨＫの役割・使命は、インターネット時代においても変わるもので

はなく、情報提供のあり方が多様化する中で、公共的見地から、国民・視聴者にあまねく

必要な情報が提供されることを確保することが必要である。 

 したがって、ＮＨＫは、国民・視聴者のニーズや視聴環境の変化に適確に対応して、そ

の先導的役割を果たし、国民・視聴者の期待に応えていくことが求められている。 

 そのため、昨今の視聴環境の変化に伴い、ＮＨＫが放送の補完として、インターネット

を最大限活用すること、具体的には、常時同時配信を実施することについては、国民・視

聴者の理解が得られることを前提に、一定の合理性、妥当性があると認められる。 

 ただし、ＮＨＫが、受信料により放送を実施する目的で運営されていること等を踏まえ

ると、常時同時配信を含むＮＨＫのインターネット活用業務が、ＮＨＫの目的や受信料制

度の趣旨に沿って適切に実施されることを確保することが必要不可欠であり、さらに、そ

の前提としてＮＨＫに対する国民・視聴者の信頼が今後も確保されることが必要である。 

 そのため、具体的には、ＮＨＫの常時同時配信を実施することに伴い、常時同時配信を

含むＮＨＫのインターネット活用業務が、ＮＨＫの目的1や受信料制度の趣旨に沿って適

切に実施されることを確保するため、現行のセーフガード措置の見直し、地域情報の提供

の確保、他事業者等との連携・協力等の確保等について必要な措置を講ずるとともに、見

逃し配信等のあり方等についても適切な検討が行われる必要がある。 

 また、ＮＨＫに対する国民・視聴者の信頼が今後も確保されるため、コンプライアンス

の確保、情報公開による透明性の確保、業務・受信料・ＮＨＫグループのガバナンス等に

ついての適切な評価・レビュー等の確保等について、ＮＨＫのガバナンス改革を行うこと

が必要である。 

  

                                                   
1 ○放送法（昭和 25 年法律第 132 号） 

（目的） 

第 15 条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、か

つ、良い放送番組による国内基幹放送（国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。）を行うとと

もに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送

を行うことを目的とする。 
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２．ＮＨＫのインターネット活用業務のあり方の見直し 

 

 現在、ＮＨＫのインターネット活用業務は、放送法第 20 条第２項の任意業務として位置

付けられている2。インターネット活用業務の実施に当たっては、事前に実施基準を策定し、

総務大臣の認可を受け、同基準に基づき、毎年定める実施計画により実施されている。ただ

し、国内テレビ放送の全ての番組の同時配信（常時同時配信）は、法律上認められていない

（図４参照）。 

 ＮＨＫはインターネット活用業務として、具体的には、図５・図６のようなサービスを提

供している。 

 放送は、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与することを究極

の目的としており、我が国においては、ＮＨＫと民間放送が、それぞれに役割を果たしなが

ら放送サービスの充実に貢献してきた。 

 ＮＨＫについては、言論報道の多元性や放送番組の質的水準を確保するとともに、民間放

送では十分に達成されない分野の役割を果たす、といった点に公共放送としての存在意義が

求められてきた。 

 以下で述べるように、インターネットサービスの高度化・多様化による視聴環境の変化に

伴い、放送番組を様々な機器・場所・時間等においても視聴したいという国民・視聴者から

の期待は高まっている。 

 公共放送としてのＮＨＫの役割・使命は、インターネット時代においても変わるものでは

なく、情報提供のあり方が多様化する中で、公共的見地から、国民・視聴者にあまねく必要

な情報が提供されることを確保することが必要である。 

 これを踏まえ、ＮＨＫのインターネット活用業務が、このような視聴環境の変化に伴い、

どのようにあるべきかについて、常時同時配信に関するＮＨＫの要望（図７参照）も踏まえ、

以下のとおり検討を行った。 

 

  

                                                   
2 ○放送法（昭和 25 年法律第 132 号） 

（業務） 

第 20 条 協会は、第 15 条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

 一～五 （略） 

２ 協会は、前項の業務のほか、第 15 条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 

一 （略） 

二 協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は

放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報（これらを編集したものを含む。次号におい

て「放送番組等」という。）を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること（放送に該当する

もの及び協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同

時に一般の利用に供することを除く。）。 

三 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者（放送事業

者及び外国放送事業者を除く。）に提供すること（協会のテレビジョン放送による国内基幹放送

の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。）。 

四～九 （略） 

３～15 （略） 
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［図４：ＮＨＫインターネット活用業務に関する制度の全体像］ 

 

 

 

［図５：ＮＨＫインターネット活用業務の概要］ 
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［図６：ＮＨＫが実施している利用者向けインターネットサービスの概要］ 

 

 

 

［図７：本検討会（第 17回）ＮＨＫ提出資料（平成 29年 9月 20日）（抜粋）］ 
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（１）インターネット同時配信のニーズ・必要性 

ア 現状 

・ 国内テレビ放送の全ての番組の同時配信（常時同時配信）は不可。 

 

・ 国内テレビ放送の同時配信は、災害時等の情報提供のほか、2015年度（平成 27年

度）から試験的提供として実施している。 

 

イ 第一次取りまとめ 

 第一次取りまとめにおいては、以下のような対応の検討が求められるとされた。 

 

国民・視聴者のニーズに対応し、新サービスの開発、導入、普及に向けた先導的役

割や、より円滑・確実な情報提供手段の確保等の視点から、インターネット活用業務

のあり方の検討が必要。 

 

ウ ＮＨＫが要望している常時同時配信サービス開始時の基本的な考え方3 

・ 常時同時配信は放送の補完と位置付ける。 

 

・ 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを常時同時配信により伝えることが

できるよう、2019年度にサービスを開始する。 

 

エ 対応の方向性 

・ ネット配信サービスなどのインターネットサービスが一層高度化・多様化し、視

聴環境が大きく変化しており、ＮＨＫが過去３年に渡って実施した同時配信の試験

的提供や国内外の各種データ、調査等を踏まえると、常時同時配信についての国民・

視聴者のニーズは一定程度顕在化しているものと判断される。 

 

・ このような状況の中で、ＮＨＫが国民・視聴者に必要とされる情報を豊かで、か

つ、良い放送番組として届ける役割を、引き続き果たしていくため、ＮＨＫの放送

番組を様々な機器・場所・時間等において視聴したいという視聴者の期待に応える

手段として、ＮＨＫが放送の補完として、インターネットを最大限活用すること、

具体的には、常時同時配信を実施することについては、国民・視聴者の理解が得ら

れることを前提に、一定の合理性、妥当性があると認められる。 

  ただし、常時同時配信を行うに当たっても、ＮＨＫの目的や受信料制度の趣旨に

沿ったものとなっているかについて、国民・視聴者や他事業者などの関係者に明ら

かにしつつ、絶えず検証していくことが求められる。 

 

（参考資料） 

（参考１）ＮＨＫ「ヒアリングご説明資料」（抜粋）（放送を巡る諸課題に関する検討会（第１８回）資料

（平成 29年 12 月 25日）） 

                                                   
3 10 頁図７参照 
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（参考２）電通総研「放送のネット同時配信の受容性に関する調査」（抜粋）（情報通信審議会 情報通信

政策部会 放送コンテンツの製作・流通の促進等に関する検討委員会（第 9 回）資料（平成 29

年 10 月 10日）） 

（参考３）諸外国における放送事業者によるネット同時配信への取組 

（参考４）諸外国の公共放送のインターネット配信の状況 

 

（２）ＮＨＫのインターネット同時配信の放送法上の位置付け及びＮＨＫの目的・受信料制度の趣旨

との関係等 

ア 現状 

・ ＮＨＫによるインターネット活用業務は任意業務（放送法第 20条第２項）として

位置付けられている。 

 

・ 現行の放送法には、総務大臣が認可する実施基準の規定事項、認可基準、認可に

当たっての電波監理審議会への諮問のほか、変更勧告及び取り消し、３年ごとの評

価、インターネット活用業務のうち有料業務の区分経理についての規定がある。 

 

・ ＮＨＫのインターネット活用業務実施基準で受信料財源業務の費用は受信料収入

の 2.5％を上限としている。 

 

イ 第一次取りまとめ 

 第一次取りまとめにおいては、以下のような対応の検討が求められるとされた。 

 

 これまでの取組状況も踏まえつつ、以下のような点について、構成員から指摘が

あったことを踏まえ、引き続き検討が必要。 

・ インターネット活用業務について、公共放送としての先導的役割や受信料財源

による業務であることに鑑み、受信料財源による業務範囲等について適切な規律

を確保するとともに、インターネットによる円滑な番組提供に向けた技術や権利

処理等に関する課題や解決方策についての民間放送事業者等との共有や協力、公

正競争確保の仕組の構築等を行っていくことを条件とした上で、放送番組の同時

配信、見逃し配信、アーカイブ提供、スマートテレビ等を活用した放送通信連携

サービスの本格的実施を行うべきではないか 

 

ウ ＮＨＫが要望している常時同時配信サービス開始時の基本的な考え方4 

・ 常時同時配信は放送の補完と位置付ける。 

 

・ 受信契約世帯の構成員は、追加負担なく利用できるようにする。 

 

・ 受信契約が確認できない場合は、メッセージ付き画面などの視聴にとどめる。な

お、災害時など広く情報を提供する必要がある際には、利用可能とする。 

                                                   
4 10 頁図７参照 



13 

 

 

・ 常時同時配信にかかる費用は総額の上限を定めて運用する。 

     

エ 対応の方向性 

 （１）エで述べたとおり、ＮＨＫの放送番組を様々な機器・場所・時間等において

視聴したいという視聴者の期待に応える手段として、ＮＨＫが放送の補完として、イ

ンターネットを最大限活用すること、具体的には、常時同時配信を実施することにつ

いては、国民・視聴者の理解が得られることを前提に、一定の合理性、妥当性がある

と認められるが、ＮＨＫが、受信料により放送を実施する目的で運営されていること、

常時同時配信は、ＮＨＫが全ての放送番組をインターネットで配信する業務であり、

費用や運用等の面から見ても今までのインターネット活用業務と比較して規模が大き

く、ＮＨＫの業務の中でも質的にも量的にも重要度が高い位置付けのものとなること

を踏まえると、常時同時配信を含むＮＨＫのインターネット活用業務が、ＮＨＫの目

的5や受信料制度の趣旨に沿って適切に実施されることを確保することが必要不可欠

である。 

 こういった観点から、実施基準の認可や有料業務の区分経理等のインターネット活

用業務に関する現行のセーフガード措置の見直しを検討すべきであり、具体的には、

受信契約者との公平性の確保等の観点から実施基準の認可のあり方、現行ではＮＨＫ

が実施基準に従って自主的に策定・公表している実施計画の位置付け、実施基準に基

づいて行われる業務についての事後チェックの仕組み、受信料財源で行われるインタ

ーネット活用業務についての会計上の透明性の確保のあり方等について、見直すこと

を検討すべきである。 

 

（３）地域情報の提供の確保 

ア 現状 

放送法では、放送については、ＮＨＫは全国向けの放送番組のほか、地方向けの放

送番組を有するようにすることとされている。また、放送法では放送対象地域制度6が

採られており、放送は同地域ごとに実施されている。 

  

                                                   
5 前掲脚注１参照 
6 ○放送法（昭和 25 年法律第 132 号） 

 （基幹放送普及計画） 

第 91 条 総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定

め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 

２ 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 （略） 

二 協会の放送、学園の放送又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会

国際衛星放送又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種

類による区分その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受

信できることが相当と認められる一定の区域（以下「放送対象地域」という。） 

三 （略） 

３～５ （略） 
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イ 第一次取りまとめ 

 第一次取りまとめにおいて、以下のような対応の検討が求められるとされた。 

 

 地域情報発信について、地域コミュニティの維持・活性化という観点から、これま

での状況を踏まえ、地域コンテンツの充実・強化を図るとともに、海外に展開してい

くための取組を行っていくことが適当。 

 

ウ ＮＨＫが要望している常時同時配信サービス開始時の基本的な考え方7 

・ 地域放送番組の配信については、コストや運用体制の面から、段階的に拡充し、

その際、地域制限を行う。 

 

エ 対応の方向性 

・ 常時同時配信において、地域放送番組を当該地域に配信することは、放送法が、

ＮＨＫの目的8として、あまねく日本全国に良質な放送番組を提供することを規定し

ており、同法第 81 条第１項第２号9が、ＮＨＫに地方向けの放送番組の提供を求め

ていること、常時同時配信は放送の補完として行われるものであることを踏まえる

と、ＮＨＫに求められるものであると考えられる。 

 

・ その際、地域制限を行うことについては、放送が放送対象地域ごとに行われてお

り、ＮＨＫの常時同時配信は、放送の補完として実施されるものであることを踏ま

えれば、一定の合理性があると考えられる。 

 

（参考資料） 

（参考５）ＮＨＫの地域放送の実施状況 

（参考６）ＮＨＫの地域放送のインターネット配信の実施状況 

 

（４）他事業者との連携・協力等の確保 

ア 現状 

・ 2017 年度（平成 29 年度）にＮＨＫ・民放連の共同ラジオキャンペーンの一環と

して、民放ラジオ局が共同で運営する「radiko」でＮＨＫのラジオの実験的配信を

実施。 

 

                                                   
7 10 頁図７参照 
8 前掲脚注１参照 
9 ○放送法（昭和 25 年法律第 132 号） 

（放送番組の編集等） 

第 81 条 協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第４条第１項に定めると

ころによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。 

一 （略） 

二 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。 

三 （略） 

２～６ （略） 
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・ ＮＨＫの常時同時配信を認めるに当たって、サービスやインフラの協働等の観点

から、他の放送事業者との連携・協力を要望する意見が出されている。 

 

・ 「放送法第 20 条第２項第２号及び第３号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイ

ドライン」において、市場の競争を阻害しないかといった観点からも審査すること

とされている。 

 

（参考）平成 30年ＮＨＫ上田会長年頭挨拶要旨（平成 30 年１月４日）（抜粋） 

・ ＮＨＫと民放連の共同ラジオキャンペーンでは、民放ラジオ局が共同で運営する「radiko」で、去

年 10 月からＮＨＫラジオを実験的に配信しています。この試みの一番の受益者はリスナーであり、

国民の皆さんであると思います。視聴者、ユーザー本位の姿勢は、今後インターネットの活用を広げ

ていく上で、大いに示唆に富むものだったと思います。 

・ ＮＨＫは 2020 年に最高水準の放送・サービスを届けることを経営目標に掲げています。テレビ放

送の常時同時配信もその１つと考えています。ただ、ネット配信については、権利処理をはじめ、配

信にかかる負荷やコストなど、ＮＨＫ・民放に共通する課題が少なくありません。“放送の二元体制

“を維持しながら、相互にメリットをもたらす連携が実現できれば望ましいと考えています。 

 

イ 第一次取りまとめ 

 第一次取りまとめにおいて、以下のような対応の検討が求められるとされた。 

 

 これまでの取組状況も踏まえつつ、以下のような点について、構成員から指摘が

あったことを踏まえ、引き続き検討が必要。 

・ インターネット活用業務について、公共放送としての先導的役割や受信料財源

による業務であることに鑑み、受信料財源による業務範囲等について適切な規律

を確保するとともに、インターネットによる円滑な番組提供に向けた技術や権利

処理等に関する課題や解決方策についての民間放送事業者等との共有や協力、公

正競争確保の仕組の構築等を行っていくことを条件とした上で、放送番組の同時

配信、見逃し配信、アーカイブ提供、スマートテレビ等を活用した放送通信連携

サービスの本格的実施を行うべきではないか 

 

ウ 対応の方向性 

・ 放送は、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するこ

とを究極の目的としており、ＮＨＫと民間放送が、それぞれに役割を果たしながら

放送サービスの充実に貢献してきた。 

 

・ 公共放送であるＮＨＫは、放送法で、我が国の放送及びその受信の進歩発達に必

要な業務を行うことが目的10とされており、放送サービス全体の充実のための先導

的役割を果たすことがＮＨＫの目的として求められている。 

 

                                                   
10 前掲脚注１参照 
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・ 上記の趣旨に鑑みて、ＮＨＫが常時同時配信により放送番組の配信を行うに当た

っても、放送番組の配信等について、サービスやインフラなどの面において、他事

業者と出来る限りの連携・協力を行うことは、ＮＨＫに求められるものであると考

えられる。 

 

・ また、公正な競争の確保については、現行のＮＨＫのインターネット活用業務の

実施基準の認可に係る審査ガイドラインにおいても、市場の競争を阻害しないか、

といった点についても勘案するものとされ、同種のサービスを行う民間競合事業者

よりも不当に有利な条件で提供する等、民間部門との公正な競争を阻害するような

ものでないことといった点について審査するものとされており11、常時同時配信を

行うに当たっても、市場の競争を阻害しないことが確保される必要がある。 

 

（参考資料） 

 

（５）見逃し配信等 

ア 現状 

                                                   
11 放送法第２０条第２項第２号及び第３号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン（抜粋） 

 

第３ 実施基準の認可基準その他の関連条文の解説 

１．法第１５条の目的達成に資すること（法第２０条第１０項第１号関係） 

 本号は、インターネット活用業務が、法第１５条で規定されている協会の目的の達成に資する

公共放送としての協会が行う業務として、適切なものとなっていることを認可の基準とするもの

である。また、公共放送としての協会が行う業務として適切か否かを審査するに当たっては、民

間部門といたずらに競合する業務を行うものでないか、市場の競争を阻害しないか、といった点

についても、業務の性質に応じて一定程度勘案するものである。 

 

第４ インターネット活用業務のうち２号業務の審査項目 

１．法第１５条の目的達成に資すること（法第２０条第１０項第１号関係） 

② 市場の競争を阻害しないこと 

協会が保有している経営資源（受信料財源、職員、放送番組等）を流用し、同種のサービス

を行う民間競合事業者よりも不当に有利な条件で提供する等、民間部門との公正な競争を阻害

するようなものでないことが必要である。また、民間で既に実施されている同種サービスの市

場の規模、シェア等を勘案して、インターネット活用業務が市場の競争を阻害するようなもの

となっていないことが必要である。 

 

第５ インターネット活用業務のうち３号業務の審査項目 

１．法第１５条の目的達成に資すること（法第２０条第１０項第１号関係） 

② 市場の競争を阻害しないこと 

（参考８）ラジオの同時配信に係るＮＨＫと民放の協力 

（参考９）電通総研「放送のネット同時配信の受容性に関する調査」（抜粋）（情報通信審議会 情報通

信政策部会 放送コンテンツの製作・流通の促進等に関する検討委員会（第 9 回）資料（平成

29年 10月 10日）） 

（参考 10）情報通信審議会 中間答申（平成 29 年７月 20 日）（視聴環境の変化に対応した放送コンテ

ンツの製作・流通の促進方策のあり方）【概要】 

（参考 11）放送法第 20条第２項及び第３号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン（抜粋） 



17 

 

・ 現在、ＮＨＫの見逃し配信については、ＮＨＫオンデマンド（ＮＯＤ）の一環と

して基本的に有料で提供されている。なお、インターネット配信業務のうち、有料

業務については、区分経理することが求められている。 

 

・ 主な諸外国の公共放送においては、同時配信と見逃し配信を併せて無料で提供し

ている。 

 

・ 2016 年度（平成 28 年度）からの試験的提供においては、見逃し配信も併せて提

供されている。 

 

イ 第一次取りまとめ 

 第一次取りまとめにおいては、以下のような対応の検討が求められるとされた。 

 

これまでの取組状況も踏まえつつ、以下のような点について、構成員から指摘が

あったことを踏まえ、引き続き検討が必要。 

・ インターネット活用業務について、公共放送としての先導的役割や受信料財源

による業務であることに鑑み、受信料財源による業務範囲等について適切な規律

を確保するとともに、インターネットによる円滑な番組提供に向けた技術や権利

処理等に関する課題や解決方策についての民間放送事業者等との共有や協力、公

正競争確保の仕組の構築等を行っていくことを条件とした上で、放送番組の同時

配信、見逃し配信、アーカイブ提供、スマートテレビ等を活用した放送通信連携

サービスの本格的実施を行うべきではないか 

 

・ 海外の公共放送の動向等も踏まえ、見逃し配信サービス等について、受信料財

源業務と有料業務の区分のあり方を見直すべきではないか 

 

ウ ＮＨＫが要望している常時同時配信サービス開始時の基本的な考え方12  

・ 見逃し配信については、ＮＯＤとの関係を整理した上で、試験的提供の結果や他

局のサービスなど市場への影響等も踏まえて、一定期間の視聴をめざす。 

 

・ 開始時点においては、地上波（「総合テレビ」及び「教育テレビ」）を配信する。 

 

エ 対応の方向性 

・ ＮＨＫが、常時同時配信と併せ、一定期間の見逃し配信を提供することは、視聴

環境の変化に応じて、様々な機器・場所・時間等においても視聴したいという国民・

視聴者のニーズに対応するものであり、一定の合理性があると考えられる。 

 

・ ただし、その実施に際しては、現在有料で見逃し配信を提供しているＮＨＫオン

デマンドサービスとのサービス面、財務面での整合性等について、まずは、ＮＨＫ

                                                   
12 10 頁図７参照 



18 

 

において適切に検討の上、一定の結論を得る必要がある。 

 

（参考資料） 

（参考４）諸外国の公共放送のインターネット配信の状況 

（参考７）ＮＨＫオンデマンドのサービス内容及び放送番組等有料配信業務勘定の事業収支の推移 
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３．国民・視聴者の信頼を確保するためのＮＨＫのガバナンス改革 

 

 ＮＨＫは、放送事業者として自主的・自律的に放送番組の編集等を行うとともに、国民・

視聴者が負担する受信料によって運営されている特殊法人である（図８・図９参照）。 

 したがって、ＮＨＫの放送事業者としての番組編集等に関する自主性・自律性を確保しつ

つ、受信料で運営される特殊法人として、しっかりとしたコスト意識をもって、効率的・効

果的な取組を行うことが当然に求められる。 

 また、ＮＨＫが公共放送として、国民・視聴者の信頼を得ていくためにも、ＮＨＫ本体及

び子会社等を含むＮＨＫグループ全体として、他の放送事業者のみならず一般企業以上にガ

バナンスが実効的に確保されることが必要であり、そのための経営体制を構築することが重

要である13。 

 ２（２）エで述べたとおり、ＮＨＫが、受信料により放送を実施する目的で運営されてい

ること等を踏まえると、常時同時配信を含むＮＨＫのインターネット活用業務が、ＮＨＫの

目的や受信料制度の趣旨に沿って適切に実施されることを確保することが必要不可欠であ

り、さらに、その前提としてＮＨＫに対する国民・視聴者の信頼が今後も確保されることが

必要である。 

 ＮＨＫに対する国民・視聴者の信頼が今後も確保されるためには、ＮＨＫの適正なガバナ

ンスが確保されることが必要不可欠であり、そのため、ＮＨＫのガバナンスがどのようにあ

るべきかについて、以下のとおり検討を行った。 

 

 
［図８：ＮＨＫの運営の仕組み］ 

 

 

                                                   
13 第一次取りまとめ 41 頁参照 
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［図９：ＮＨＫの概要］ 

 

 

（１）コンプライアンスの確保 

ア 現状 

 2004 年（平成 16 年）以降、ＮＨＫの職員による不正支出を始めとする相次ぐ不祥

事が続発していたこと等を踏まえ、2007 年（平成 19 年）には、監査機能の強化等を

図り、ＮＨＫの業務が適切に行われることを確保することを目的として、役職員の職

務の適切な執行を確保するため、服務に関する準則を自ら定め、公表することとした

が、その具体的な内容については、言論報道機関たるＮＨＫの自律性に委ねることと

した。 

 

イ 第一次取りまとめ 

 第一次取りまとめにおいては、以下のような対応の検討が求められるとされた。 

 

・ ＮＨＫの放送事業者としての番組編集等に関する自主性・自律性は当然に確保

される必要がある。その上で、ＮＨＫは、国民・視聴者からの受信料で運営され

る特殊法人であるという観点から、しっかりとしたコスト意識をもって、効率的・

効果的な取組を行うことが当然に求められる。 

  こうした視点の下、受信料のあり方については、今後の業務のあり方等を踏ま

え、受信料の公平負担を確保し、国民・視聴者に納得感のあるものとするという

観点から、今後検討していく必要がある。 

 

・ 一般の法人の役員について法律上課されている善管注意義務や忠実義務などの
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法的責任について、ＮＨＫの役員についても明確にするべきではないか 

 

ウ 対応の方向性 

・ 公共放送であるＮＨＫは、国民・視聴者の信頼を基盤とするものであるため、一

般企業以上にコンプライアンスの確保が重要であり、ＮＨＫ本体及び子会社等を含

むＮＨＫグループ全体でのコンプライアンスの確保が求められるが、実際には、Ｎ

ＨＫ本体や子会社等のＮＨＫグループにおいて、引き続き多くの不祥事が発生して

いる状況が継続している。 

 

・ 一般の会社や独立行政法人等の法人は、法律上忠実義務など役員の法人に対する

責任が明確化されているが、ＮＨＫについては、そのような責任は法律上明確化さ

れていない。 

 

・ したがって、ＮＨＫの役員がコンプライアンスを確保することも含めた経営上の

監督責任等の責任を適切に果たすことを確保するため、ＮＨＫの役員のＮＨＫに対

する責任についても、言論報道機関であることに配慮しつつ、法律上明確化するこ

とについて検討すべきである。 

 

・ また、コンプライアンスを確保するためには、経営委員会の監督や監査委員・監

査委員会の監査等による事後チェック等を充実させる必要があり、専門家等による

経営委員会や監査委員・監査委員会のサポート体制を充実させるなど、事後チェッ

ク体制のあり方等についても検討すべきである。 

 

・ 上記のような方策とともに、国民・視聴者の信頼を確保するため、受信料の横領

や個人情報の漏洩などの様々な不祥事の防止のための抜本的な方策について、外部

の専門家等の意見も聞きつつ検討すべきである。 

 

（２）情報公開による透明性の確保 

ア 現状 

・ ＮＨＫの情報公開の仕組みとしては、基本的にはＮＨＫが定める規定（情報公開

基準、関連団体運営基準等）に基づいて、放送法に定められたものを除き、ＮＨＫ

が自主的に行っている。 

 

・ 連結決算については、ＮＨＫが定める関連団体運営基準等に基づいて、ＮＨＫが

自主的に作成し、公開を行っている。 

 

イ 第一次取りまとめ 

 第一次取りまとめにおいては、以下のような対応の検討が求められるとされた。 

 

・ 国民・視聴者からの受信料で成り立っていることから、いわば国民・視聴者の代

わりに経営を担っていることを強く自覚し、広く国民・視聴者に開かれた法人運営
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を行っていくことが必要。 

 

・ そのためには、理事会における議事録や連結決算の公表の制度化など、意思決定

等の透明性の向上等、グループ全体の組織や運営情報等に係る積極的な情報公開の

推進を図っていくことについて、構成員から指摘があったことを踏まえ、引き続き

検討が必要。 

 

ウ 対応の方向性 

・ ＮＨＫは、国民・視聴者からの受信料で成り立っていることから、国民・視聴者

に対し、ＮＨＫの目的、業務内容等を説明するなどして、受信契約の締結に理解が

得られるよう努めるなど、広く国民・視聴者に開かれた法人運営を行っていくこと

が必要14であり、ＮＨＫと国民・視聴者とのコミュニケーションを確保する観点か

ら、情報公開を進めていくことが必要である。 

 

・ ＮＨＫの情報公開の仕組みについては、2000 年（平成 12 年）に特殊法人等の情

報公開制度の整備充実について検討された際に、ＮＨＫは、政府の諸活動としての

放送を行わせるために設立させた法人ではないと理解されたため、政府の国民に対

する説明責任が全うされるようにすることを目的とする独立行政法人等情報公開法

の対象法人とはしないが、受信契約強制によって受信料を支払う立場にある受信者

に対し、関連事業に対する出資等の状況を含め、その財務及び業務運営の実態を一

層明らかにし、受信者からの情報入手の要請に応えることができる仕組みを構築す

ることが重要であり、政府とＮＨＫは、子会社等との連結を含む財務及び業務運営

の実態についての情報提供制度や求めに応じて情報を開示する制度の整備について

検討することが求められるとされた。 

 

・ これを踏まえ、現在、ＮＨＫは、情報公開に関して、自主的に規定を定め運用し

ているが、国会等を含む各方面から、相次ぐ不祥事等を踏まえ、国民・視聴者の信

頼回復に向け、国民・視聴者に対し、情報を十分に公開し、説明を尽くすべきであ

るとの指摘がなされている。また、今後、常時同時配信や４Ｋ・８Ｋ放送といった

新たな業務の開始が予定されていることを考えると、これまで以上に情報公開によ

る透明性の確保が求められる。 

 

・ また、ＮＨＫの業務は、実質的には子会社等も含めたＮＨＫグループ全体で、基

本的には受信料財源により実施されていることを踏まえれば、子会社等を含めたＮ

ＨＫグループ全体の情報についても透明性の確保が必要であり、子会社等を含めた

ＮＨＫグループ全体の情報提供や情報開示15のあり方についても見直す必要がある。 

 

                                                   
14 最大判平成 29 年 12 月６日民集 71 巻 10 号 1817 頁参照 
15 「情報開示」とは、個別の求めに応じ情報を伝達する仕組みをいい、「情報提供」とは、積極的に情

報を発信する仕組みをいう。「情報公開」とは、「情報開示」と「情報提供」を合わせたものをいう。 
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・ 以上を踏まえると、言論報道機関という性質に配慮しつつも、ＮＨＫグループに

ついての情報公開の水準を向上させるため、独立行政法人等情報公開法も参考に16、

ＮＨＫグループに関する基礎的な情報の提供等のＮＨＫの情報公開の根拠を明確化

するなど、ＮＨＫの情報公開による透明性を確保する仕組みについて検討すべきで

ある。 

 

・ その際には、現在、ＮＨＫグループの連結決算については、ＮＨＫが自主的に作

成し公開しているが、その会計基準や公開のあり方などについて、ＮＨＫ本体の会

計基準や公開のあり方も含めて専門家等も交えて透明性のあるあり方で議論を行う

とともに、連結決算の公開の制度化など透明性の確保のあり方について検討すべき

である。 

 

・ また、国会等でも、経営委員会や理事会等における意思決定に至る過程について

国民・視聴者に対する説明責任を十分果たすことが求められるとの指摘がなされて

おり、上記のような一般的な情報公開の仕組みと併せて、現在ＮＨＫが自主的に作

成・公開しているＮＨＫの理事会の議事録の内容を充実させるなど、意思決定プロ

セスの透明性の確保のあり方についても検討する必要がある。 

 

（参考資料） 

（参考 12）ＮＨＫ「ヒアリングご説明資料」（抜粋）（放送を巡る諸課題に関する検討会（第８回）

資料（平成 28年６月６日）） 

（参考 13）特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意見（平成 12 年７月 27 日特殊法人情

報公開検討委員会（委員長：塩野宏東亜大学通信制大学院教授））（関連部分抜粋） 

（参考 14）ＮＨＫの情報公開に関する国会決議 

 

（３）ＮＨＫの業務・受信料・ＮＨＫグループのガバナンス等についての適切な評価・レビュー等の確

保 

ア 現状 

ＮＨＫの業務・受信料・ＮＨＫグループのガバナンス等のあり方については、ＮＨ

                                                   
16 独立行政法人等情報公開法では、第２章で、法人文書の開示について定めているほか、第 22 条で、

法人に関する基礎的な情報の提供等について定めている。 

 

○独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号） 

第 22 条 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政

令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやす

い方法により提供するものとする。 

 一 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報 

 二 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報 

 三 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情

報 

２ 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるた

め、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。 
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Ｋが自主的に定期的（現在は３年ごと）に経営計画を策定し、放送法第 29条第１項第

１号イに基づく経営委員会の議決を経て、公表している。 

 

イ 第一次取りまとめ 

第一次取りまとめにおいて、以下のような対応の検討が求められるとされた。 

 

・ ＮＨＫでは各種指標を導入し、成果の評価・管理を行っているところ。今後は

こうした取組を更に進め、よりきめの細かい分析や、どのような指標をどのよう

に業務に生かしているのかについて体系だった説明を行うことが必要。 

 

・ さらに、管理会計の導入、他の同様の業務を行っている事業者の業務比較等に

基づく評価・改善システムの導入、あるいは評価結果や当該結果の業務への反映

状況に関する情報の公表・提供などの取組について検討することが適当。 

 

・ 番組編集等に当たっての自主性・自律性を確保しつつ、国民・視聴者が負担す

る受信料によって運営される特殊法人として適正な経営を確保する観点から、受

信料水準や業務の規模等について客観的に評価が行われることが重要であり、そ

のための仕組の構築が必要。 

 

・ 具体的には、受信料収入の適切性、あるいは番組制作費等の支出の規模等の適

切性について、専門性を有する第三者によるチェック等の仕組の構築等につい

て、構成員から指摘があったことを踏まえ、引き続き検討していくことが必要。 

 

・ こうした観点から、ＮＨＫ本体及び子会社等を含むＮＨＫグループ全体のガバ

ナンス体制の確立に向け、具体的には、以下のような点について、構成員から指

摘があったことを踏まえ、引き続き検討していくことが必要。 

（ⅰ）経営に係る外部専門家からの視点をＮＨＫの経営・業務運営に適切に反映

する仕組を構築すべきではないか 

（ⅱ）ガバナンスにおけるチェックアンドバランスを確保する観点から、現在、

重要事項の審議機関とされている理事会を議決機関化し、併せて外部理事を任

用すべきではないか、また、これに伴い経営委員会と執行部・理事会の役割分

担を見直すべきではないか  

 

・ また、法人の業務運営のＰＤＣＡサイクルを回していくことが、自律的な業務

の改善につながるものであることから、第三者によるチェック等により業績評価

を行い、その結果を経営・業務運営に適切に反映していく仕組の構築について

も、構成員から指摘があったことを踏まえ、引き続き検討が必要。 

 

ウ 対応の方向性 

・ ＮＨＫは、国民・視聴者が負担する受信料によって運営される特殊法人として、

その業務やその財源となる受信料水準・体系等が適切なものであることが常に確保
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される必要があり、ＮＨＫの業務、その財源となる受信料水準・体系やＮＨＫグル

ープのガバナンス等のあり方等について、継続的に見直しが行われることが重要で

ある。 

 

・ 現在、ＮＨＫの業務、その財源となる受信料水準・体系等やＮＨＫグループのガ

バナンス等については、ＮＨＫの自主的な取組として、定期的に経営計画を策定

し、経営委員会が議決しているが、ＮＨＫがどのような業務をどのような規模で行

うべきか、そのためには費用がどれほどかかるのか、また、その費用について国

民・視聴者にどのような受信料水準・体系で負担を求めるべきか、受信料収入の向

上等に伴い受信料を国民・視聴者にどのように還元すべきか、さらに、ＮＨＫグル

ープの適正なガバナンスをどのように確保してくのか等の点について、国民・視聴

者に対し、案や積算等の根拠を示して透明性のある形で議論が行われて、合理的な

ものとして納得感が得られる結論が示されているとは必ずしも言えない。 

 

・ そのため、ＮＨＫが中期的な経営計画を策定するに当たって、ＮＨＫは、上記の

ような点を含む経営計画の案を、積算等のその根拠とともに、国民・視聴者に対し

示し、広く意見を求めるとともに、経営委員会は、経営計画の議決に当たって、そ

の意見を踏まえて議論を行うこととするといった、プロセスの透明性を確保するた

めの制度的な仕組みについて検討すべきである。 

 

・ また、計画策定後には、計画が適正に実施されたかどうかだけではなく、計画自

体の適正性についても評価・レビューがなされる必要があり、計画の達成状況等に

ついて適切に評価・レビューを行うとともに、必要に応じて計画の見直しを行うと

いうサイクルを適切に回すことが併せて求められる。また、毎事業年度の収支予算

や事業計画の策定プロセスにおいても、そのような見直しを適切に行うことが必要

である。 

 

・ さらに、このような計画の策定・見直しや、評価・レビューが適切に行われるこ

とを確保するためには、その主体となるべき経営委員会を専門家等によりサポート

する体制の充実についても検討すべきである。 

 

（参考資料） 

（参考 15）ＮＨＫの決算の状況（昭和 25年度以降） 

（参考 16）ＮＨＫの予算・決算（平成 22年度以降） 

（参考 17）受信料体系及び受信料額（月額）の推移 

（参考 18）ＮＨＫ経営計画の経緯（平成２年度以降） 
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第３章 今後の進め方 

 

総務省においては、前章の「新たな時代の公共放送に向けた対応の方向性」の実現に向

けて、同章２「ＮＨＫのインターネット活用業務のあり方の見直し」及び同章３「国民・

視聴者の信頼を確保するためのＮＨＫのガバナンス改革」について、制度整備等の対応に

ついて具体的な検討を行うべきである。 

 

また、ＮＨＫにおいては、同章の「新たな時代の公共放送に向けた対応の方向性」を実

現するために、この制度整備等の対応に併せて、自ら、国民・視聴者や他事業者などの関

係者の意見を幅広く聞きながら、 

・ＮＨＫのインターネット活用業務のあり方に関し、地域情報の提供の確保、他事業者と

の連携・協力等の確保、見逃し配信等のあり方等について、具体的な内容・方策等を検

討し、 

・ＮＨＫのガバナンス改革に関し、コンプライアンスの確保、情報公開による透明性の確

保、ＮＨＫの業務・受信料・ＮＨＫグループのガバナンス等についての適切な評価・レ

ビュー等の確保等について、具体的な内容・方策等を検討するとともに、関連団体への

業務委託の透明性・適正性の向上、子会社のあり方等を見直す抜本的な改革を引き続き

着実かつ徹底的に進め、 

・さらに、既存業務を含む業務全体の見直し、受信料の体系・水準等の受信料のあり方の

見直しを進めること 

が常時同時配信の実施に当たって求められる。 
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第２部（１） 

 

放送サービスの未来像を見据えた 

周波数の有効活用 

 

 

 

 

 

 

放送サービスの未来像を見据えた周波数の 

有効活用に関する検討分科会 
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第１章 検討の背景について 
 

2017年（平成 29年）11月に策定・公表された規制改革推進会議第２次答申において、

地上デジタル放送において割り当てられている周波数帯については、新技術の活用等によ

り、帯域の更なる有効活用が可能との指摘があることを踏まえ、「総務省は、放送の未来像

を見据え、放送用に割り当てられている帯域について、周波数の有効活用などにつき、イ

ノベーション創出の観点等から行う提案募集1なども含め、検討を行う」こととされた。 

 

また、「新しい経済政策パッケージ」（2017年（平成 29年）12 月 8日閣議決定）におい

ても、「Society5.0のインフラ整備」として、上記第２次答申で示された実施事項を着実

に実施することとしており、放送については、「民間部門においては、放送事業の未来像を

見据えて、放送用に割り当てられている周波数の有効活用などにつき検討を行う」として

いる。 

 

 総務省は、総務大臣の私的懇談会として、2015年（平成 27年）11月より、「放送を巡る

諸課題に関する検討会」（座長：多賀谷一照千葉大学名誉教授）を設置し、若年層を中心と

する視聴者のテレビ離れやインターネット上の動画配信サービスの拡大といった放送を取

り巻く環境変化を踏まえ、放送に関する諸課題を検討してきた。上記第２次答申等を踏ま

え、専門的見地から必要な検討を行うため、2018年（平成 30年）１月 30日、当該検討会

の下に、「放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会」（以下

「分科会」という。分科会長：多賀谷同名誉教授）を設置することとしたものである。 

 

 分科会においては、以下の４点を主な検討項目として掲げた上で、計７回の会合におい

て、有識者によるプレゼンテーションを中心として、主にテレビジョン放送の未来像を見

据えて、審議・検討を行ってきた。 

1. サービス提供の観点から見た放送の将来動向 

４Ｋ・８Ｋ放送などの放送サービスの高度化、ハイブリッド・キャストなどの放

送・通信融合サービスの取組状況や将来展望 など 

2. 社会的役割の観点から見た放送の将来動向 

信頼されるメディアとしての放送の位置付け、災害報道・時事報道の取組、社会

的観点から放送が今後果たすべき役割 など 

3. ネットワーク・インフラの観点から見た放送の将来動向 

移動通信サービスの現状と展望、インターネット・トラフィックの拡大、ネット

配信や放送・通信融合サービスの拡大などを見据えた通信インフラの活用 など 

4. 上記を踏まえた放送用の周波数の有効活用のあり方 

                                                   
1 十分に有効利用されていない帯域を対象に、広く民間から用途の提案を募集し、イノベーション創出

の観点から社会的効用の高いと考えられる提案を中心として様々なアイディアを実フィールドで実証す

る機会を提供し、その上で実用化の見通しが得られた場合には、周波数の割当等所要の手続を進める方

式を導入する。具体的には、まずは、V-High マルチメディア放送に利用されていた帯域を対象に、提

案募集を行い、手続を実施する。 
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第２章 検討の基本的な視座について 

 

１．放送を取り巻く環境変化 

 

（１）利用環境の変化 

 

放送を含む情報通信サービスの利用者を取り巻く環境については、近年、主に以下の点に

おいて大きな変化がみられる。 

 

① ブロードバンドの進展 

固定系超高速ブロードバンド2については、2018年（平成 30 年）３月末現在、光ファ

イバ（ＦＴＴＨ）が約 3,030万契約、ＣＡＴＶインターネット（同軸・ＨＦＣ）が約 385

万契約、計 3,416万契約となり、普及の伸びには鈍化傾向が見られるものの、着実に普

及が進んできている。 

 

［図１：固定系超高速ブロードバンド契約数の推移］ 

 

 

                                                   
2 FTTH、CATVインターネット（下り 30Mbps以上のものに限る）の契約数の総計 

2,382 
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FTTH CATVインターネット（同軸・ＨＦＣ）

（第４四半期） （第１四半期） （第２四半期） （第３四半期） （第４四半期）

（出典）総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データ」より作成 

（単位：万契約） 
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  また、モバイル通信については、現在、携帯電話事業者は、第５世代移動通信システ

ム（５Ｇ）の本格導入に向けて、関連技術やサービスの開発に取り組んでいる。５Ｇの

特徴である「高速・大容量」（最高速度：20Gbps3）、「低遅延」（無線区間の伝送遅延：１

ms以下 2）、「多数接続」（同時接続数：１km2当たり 106デバイス以上）を踏まえれば、Ｉ

ｏＴ時代を見据え、多くの視聴者にとって、テレビを含む多種多様なモバイル端末を通

じて、テレビ番組を含む高精細映像を円滑に楽しむことのできる環境の実現に近づくこ

とが期待される。 

 

② テレビの高機能化 

４Ｋ・８Ｋは、高精細で臨場感のある映像として、東京オリンピック・パラリンピック

競技大会が開催される 2020年には、テレビ中継やパブリックビューイングを通じて大会

映像が視聴されることが目指されている。これに向けて、４Ｋを視聴可能な４Ｋ対応テレ

ビの出荷台数は着実に増加しており、2018年（平成 30年）12 月に開始される衛星基幹放

送（ＢＳ放送及び東経１１０度ＣＳ放送）における実用放送の開始を契機として、更なる

普及が期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図２：４Ｋ対応テレビ累計出荷台数及びテレビ出荷台数に占める割合の推移］ 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 ITU標準化上で議論されている要求条件。 

（出典）JEITA（（一社）電子情報技術産業協会）統計を元に総務省作成 
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  また、放送と通信の連携サービスを利用可能なハイブリッド・キャスト対応テレビを

含むインターネット接続テレビも、着実に普及してきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図３：インターネット接続可能テレビ及びハイブリッド・キャスト対応テレビの保有 

世帯数及び将来予測（資料１－４より抜粋）］ 

 

  このように、高精細映像が受信可能となり、通信との連携により多様なサービスを利

用可能となる等、テレビ端末の高度化が進展しつつある。 

 

 

 

③ 視聴形態の多様化 

以上の変化を踏まえ、スマートフォンやテレビ端末を通じて動画配信サービスの利用

が進む等、これまでの「テレビ」や「携帯端末」の利用にとどまらない形で、視聴形態

の多様化が進展してきている。 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図４：スマートフォン等の利用率（資料１－７より抜粋）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図５：動画共有・配信サービス等の利用率（資料１－７より抜粋）］ 

  

（出典）総務省情報通信政策研究所「平成 28年 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 

（出典）総務省情報通信政策研究所「平成 28年 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 
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（２）サービス市場の変化 

 

次に、放送を巡るサービス提供については、近年、クラウドやＣＤＮ（コンテンツ・デリ

バリー・ネットワーク）等の配信基盤の発展に伴い、海外ＯＴＴ（オーバー・ザ・トップ）

を始めとする動画配信サービスが相次いで登場してきている状況にある。これにより、有料

放送が中心の米国においては、動画配信サービスの普及に伴って、ＣＡＴＶや衛星放送の加

入者率が減少する「コードカッティング」が進行し、さらにＯＴＴ事業者のコンテンツ調達

力の向上に伴って、放送ネットワークとの間で有料コンテンツの争奪が生じる等、グローバ

ル規模でのコンテンツ競争が起きている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図６：世界における映像コンテンツのトラヒック（視聴ネットワーク別 インターネット

動画トラヒック）（資料２－４より抜粋）］ 

 

（３）インターネットサービスにおける最近の課題 

 

インターネットに関連する各種サービスについては、グローバルな事業者間競争によ

り、多種多様なサービスが実現している一方、ウェブサイト、ＳＮＳ（ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス）等における、いわゆる「フェイクニュース」4のまん延等、影の

部分への対処が世界的な課題となっている。 

                                                   
4 インターネット上において、あたかも事実であるかのような体裁をとった虚偽の情報が発信され、

SNS 等で広く拡散してしまう問題。海外においては、例えば、選挙時に関する偽ニュースが拡散する事

態も生じており、投票行動への影響等が懸念されている。 
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フェイクニュースについては、世界的には、フェイスブックが信頼できる報道機関によ

るニュースを優先的に表示させる仕組みを導入する等、自主的取組を進める動きが見られ

る。また、政府レベルにおいても、例えば、ドイツでは、「ネットワーク執行法」を制定

し、ＳＮＳ等のプラットフォーム事業者に対し、悪評の流布や中傷等に該当する違法コン

テンツについて削除や苦情対応等の措置を講じるよう義務付ける等の政策的対応が行われ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

［図７：事業者におけるフェイクニュース対策状況］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図８：ドイツのネットワーク執行法について］ 
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また、ネットワークの安全性についても、より高速・大容量のサービスへの需要が拡大

する一方で、大規模なサイバー攻撃が世界的にも拡大傾向にあることから、サイバーセキ

ュリティの確保や輻そう対策を含む安定的運用が求められている状況にある。 

 

（４）ユニバーサルサービスとしての放送 

 

 我が国は、2040年には全国の高齢化率が 36％（2015年より 10％増）まで進むとの予測

がある一方で、少子化の進展により、すでに人口減少局面に入っていることから、単身世

帯が多数派となり、国内消費の拡大も困難な状況の中で、積極的なグローバル展開や生産

性の大幅な向上といった抜本的な措置の必要性がますます増大している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図９：世代別人口の変化、世帯構成の変化（資料６－２より抜粋）］ 
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こうした中、国内広告収入が大宗を占める地上テレビを始めとする放送事業者において

は、放送コンテンツの海外展開の推進や放送・通信融合型サービスの提供等、新たなサー

ビスが模索されている。その一方、テレビ放送が、多くの国民・視聴者にとって基幹的な

情報提供主体である現状に照らせば、ユニバーサルサービスとしての放送の維持・発展

も、重要な課題となりつつある状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 10：都市圏／地方圏のメディア環境の比較（資料３－４より抜粋）］ 
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２．放送が目指すべき方向性 

 

１．（１）及び（２）で述べた点を踏まえると、放送事業者は、放送を取り巻く国内外の

環境変化を十分に考慮に入れ、グローバルなコンテンツ競争にごしつつ、ますます多様化す

る視聴ニーズに臨機応変に対応することが求められている。そのためには、世界最高水準の

情報通信基盤を活かしたビッグデータ利活用など、放送と通信の融合が進む中で、新たなサ

ービス提供にも積極的に取り組むことにより、未来に向けて、メディア競争時代においても、

放送が発展する中でコンテンツ産業も成長する、「我が国産業・経済成長への貢献」を目指

すべきと考えられる。 

 

また、１．（３）及び（４）で述べた点を踏まえると、ローカル局を含む放送事業者は、

人口減少社会において都市と地方の格差が一層拡大することが予想される中で、地域社

会・経済を支えていくことが期待される。このような観点からは、地域社会に密着した取

材力に裏付けられた質の高い地域情報の提供主体として、「国民への豊かで信頼できる情報

の提供手段の確保」、とりわけ災害情報も含む各種情報の迅速・確実な提供とそれを支える

信頼されるメディアの維持を通じて、個人の自律の促進や民主主義への寄与に貢献するこ

とが求められているといえる。 

 

以上を踏まえれば、放送用の周波数の有効活用について検討するに当たり、以下のよう

な放送サービスの未来像を念頭に置くことが適当であると考えられる。 

 

放送サービスの提供において、世界最高水準の情報通信基盤と近年のＩＣＴの進展を最大限

に活用し、放送を通じてより多様・豊かで、質が高く、信頼できる情報が国民・視聴者に届け

られるとともに、海外に向けても発信される環境を確保していくこと。 

 

 第３章から第５章においては、上記の放送サービスの未来像を念頭に置いた上で、 

 ・「放送サービスの高度化・多様化」 

 ・「放送の社会的役割」 

 ・「放送を支えるネットワーク環境の構築」 

の観点から、①現状、②分科会で示された主な意見、③基本的な考え方、を取りまとめる

こととする。 
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第３章 放送サービスの高度化・多様化 

 

１．現状 

 

（１）高精細化への取組 

 

４Ｋ放送については、東経１２４／１２８度ＣＳ放送やケーブルテレビではすでにサービ

ス提供が行われている。衛星基幹放送（ＢＳ放送及び東経１１０度ＣＳ放送）については、

2018年（平成 30年）12月より新４Ｋ８Ｋ衛星放送が開始される予定となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 11：４Ｋ８Ｋ推進のためのロードマップ］ 

 

地上４Ｋ・８Ｋ放送については、総務省も予算措置等を行い、現在、ＮＨＫ及び一部民間

放送事業者等により研究開発が進められている段階である。まず、放送用周波数帯域内で新

たにチャンネルを確保して４Ｋ・８Ｋ放送を実現する方法については、ＮＨＫ、大学、及び

メーカ等が中心となって、2016年度（平成 28年度）から研究が進められている。最終年度

となる 2018年度（平成 30年度）は、東京地区において、広いエリアをカバーする大規模局

による伝送方式の特性を評価、検証するとともに、名古屋地区において、ＳＦＮ（Single 

Frequency Networkの略で、隣接局同士で同一の周波数を繰り返し利用する技術）を用いた

放送ネットワークを実証用に構築して、伝送機能を評価する予定である。 
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また、既存の地デジのチャンネルで４Ｋ放送を実現する方法は、地上テレビ放送用のチャ

ンネル（6MHz幅）で、送信電力で分割することや、帯域で分割して偏波を組み合わせること

により、現行２Ｋ放送を保護しながら４Ｋ放送を伝送しようとするものである。実現すれば

周波数の有効活用に資することが期待されている。しかしながら、送信電力を分割する場合

には、低電力で送信されるために視聴エリアが狭くなる４Ｋ放送の視聴エリアの拡大が必要

となること、帯域で分割して偏波を組み合わせる場合には、１チャンネルの 13 セグメント

が２Ｋ放送と４Ｋ放送とに分割されるために、それぞれの放送の画質の確保が必要となるこ

と等の技術的課題を有しており、それらを解決するための対策の検討や実フィールドでの検

証等が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［図 12：地上４Ｋ・８Ｋ放送の実現に向けた研究開発（資料４－２より抜粋）］ 
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（２）放送・通信融合サービスの進展 

 

 放送と通信の融合については、第２章で述べたとおり、インターネット接続可能テレビ

が年々増加し（13.2％、2016年時点）、ハイブリッド・キャスト対応端末が着実に普及す

る等、一層多くの世帯において、テレビ端末を通じて、テレビ番組と連動して通信サービ

スを利用することが可能となっている。 

こうした環境変化を踏まえ、2017年度（平成 29年度）には、総務省予算事業として、

ハイブリッド・キャストを活用した４Ｋ同時配信における技術的課題の検証や視聴データ

の利活用による新たなビジネスモデルの検証が行われた。例えば、ＣＢＣテレビ等の事業

では、旅番組の放送を通じて視聴者にウェブ登録を促し、当該視聴者が観光地でチェック

インすることにより懸賞への応募を可能とする等、放送と通信の連携による観光誘致や視

聴データの活用を実現した。また、北海道テレビ放送等の事業では、視聴データを活用す

ることにより、視聴ニーズに合った地域医療情報の提供（例：夜間休日の当番医の情報）

を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 13：通信・放送融合型サービスと先行事例（2017年度の取組事例）（資料１－４より抜粋）] 
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我が国では、これらのサービスは実証段階にとどまっており、本格的なサービス開始に

は至っていないが、欧米等の先進諸国では、視聴データを活用した広告配信を中心として

取組が先行している。例えば、特定の広告をリアルタイムに世帯レベルで出し分けて配信

することが可能な「アドレッサブルＴＶ」は、英民放最大手のＩＴＶが 2018年（平成 30

年）第２四半期に開始予定であり、今後広告市場が拡大していくことが予想されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 14：ＳＴＢデータ活用の進展（資料１－４より抜粋）] 
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[図 15：ＩＴＶのアドレッサブルＴＶ（資料１－４より抜粋）] 

 

他方、国内においても、一部の放送事業者においては、ＶＲ（仮想現実）等の最新技術

を活用し、テレビ番組と連動したデータやＣＧをスマートグラスでテレビ画面の周囲に映

し出す等の独創的なサービスを開発する例も見られる。放送と通信の融合・連携により、

テレビ視聴の価値を高める取組の例として注目される。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 16：日本テレビの近未来のＭＲ視聴システムの概要（資料６－１より抜粋）] 
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（３）放送番組のネット配信 

 

放送番組のネット配信については、一部の民放事業者によって、有料での見逃し視聴やア

ーカイブ提供等の取組が進められている。無料配信については、在京キー局を含む民放各社

が提供する放送番組の見逃し配信サイト「TVer（ティーバー）」等の例があるほか、同時配

信についても、一部の事業者により特定の番組5について同時配信が行われる等、具体的な

取組が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 17：我が国の放送事業者によるネット配信の現状（資料１－４より抜粋）] 

 

 

 

 

                                                   
5 日本テレビ放送網㈱の「第９４回箱根駅伝同時配信トライアル」、㈱ＴＢＳテレビの「２０１８年元日

ニューイヤー駅伝同時配信実験」、㈱テレビ東京の「世界卓球２０１７ドイツ」「柔道グランドスラム」

等の他、在京５社配信ビジネス検討会議の「２０１８ＦＩＦＡワールドカップロシア大会配信実証実

験」（総務省施策）を実施予定。 
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他方、同時配信については、米英といった先進諸国においては、有料放送のシェアが高く、

ケーブル加入とのパッケージ提供が一般的である等、我が国と視聴環境が異なるものの、視

聴拡大等を目的として積極的に行われており、視聴データを活用した広告配信等、放送・通

信の融合に係る取組が進展しつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 18：英国における地上事業者等によるネット配信（資料１－４より抜粋）] 
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（４）放送コンテンツの海外展開 

 

放送サービスの海外展開については、各放送事業者による放送コンテンツの海外販売や海

外事業者との共同制作等の取組に加え、放送事業者、権利者団体・関係業界等により 2013

年（平成 25 年）に設立された「放送コンテンツ海外展開促進機構（ＢＥＡＪ）」を中心に、

放送事業者等と他産業や地方公共団体等が幅広く協働して、主にアジア諸国に向けて、我が

国のブランド向上やインバウンド・アウトバウンドの拡大にも資する形での取組が進みつつ

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [図 19：BEAJ採択協力企画＜海外展開モデル事業大規模型 15件＞（資料５－２より抜粋）] 

 

（５）地域配信、配信プラットフォーム 

 

放送事業者による地域展開については、各局の創意工夫によって、視聴者のニーズに応え

た地域情報の発信が行われている。ローカル局は、自主制作により、ニュースやドキュメン

タリー等を通じて、災害報道等地域のきめ細かい実情を伝える番組や地域社会・文化の特色

を反映した番組を作っており、視聴者からも高い評価を得ている。また、番組作りだけでな

く、ローカル局が地域でのイベントに参加する等、地域に根ざした存在として、信頼を勝ち

得ている例もある。 
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 [図 20：民放テレビの地域番組に対する評価（資料２－３より抜粋）] 
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[図 21：ローカルテレビ局が行う地域でのイベントへの参加経験と評価（資料２－３より抜粋）] 

また、一部の地域においては、当該地域における複数の事業者の番組を一括で配信するプ

ラットフォームを構築する動きが見られる等、通信サービスの特性を活かしつつ、地域に根

ざした存在であるローカル局としての独自性を訴求しようとする取組も行われつつある。 

 

［地域配信の例］ 

 

［図 22：よしもとクリエイティブ・エージェンシー発表資料（資料５－３より抜粋）］ 

 

 

 

 

２．分科会における主な意見 

 

 今後の日本社会において、人口減少や過密化・過疎化の進展、価値観の多様化等が

予想される中、社会インフラとしての放送は、社会の構成員の相互理解・対話を促

進し、持続的に社会・世論が発展するためにますます重要となっている。 

 

 放送と通信の融合については、利用者や産業界の双方にとって、より良い形で産業

が発展していくことが、正解になるのではないか。 
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 諸外国において、ＯＴＴやスマートフォンの進展による映像サービスの構造変化や

オールＩＰ・オールクラウドによる放送といった動きが出ている中で、我が国の対

応が問われているのではないか。 

 

 米英においては、放送番組を含む動画配信やネット広告が増加しているが、テレビ

放送については、テレビ局がキラーコンテンツを保有しつづけていること等によ

り、テレビ広告収入は減っていない。 

 

 放送コンテンツの海外展開の推進は進めるべきであり、国内放送の果たす役割とは

分けて考える必要がある。 

 

 ハリウッドが海外展開の成功事例とされることが多いが、米国では有料サービスか

ら順に視聴されるウィンドウコントロールが働く一方、日本では主要なコンテンツ

制作者であるテレビ放送事業者が無料広告モデルに依拠している等、日米のビジネ

スモデルの差異に留意する必要がある。 

 

３．考え方 

 

経済・社会の両面で我が国が置かれている現状を踏まえると、放送と通信の融合が進展

する中で、新たな技術を取り入れつつ、基幹的な情報提供主体としての放送サービスが、

多様化する視聴者のニーズに応えていく必要がある。また、我が国は、世界最高水準の情

報通信インフラを有する等、利用者が高度なサービス品質に対する「眼」を持っており、

このことは、我が国発の優れたサービスを生み出す契機ともなりうる。 

こうした点を踏まえ、放送事業者において、今後、一層の高精細化や放送と通信の融合

型サービス、視聴データの活用、同時配信を含むネットの活用、端末の多機能化を活かし

た高度な放送サービスを実現していくことにより、視聴者の期待に応えていくことが期待

される。 

 

その上で、グローバル規模でコンテンツ競争が激化する等、事業者環境の急速な変化を

踏まえ、世界に先駆けて、放送・通信が融合した独創的なサービス提供や新たなビジネス

モデルの展開を通じて、放送事業者を含む多種多様なプレイヤによる質の高いコンテンツ

の提供を実現し、コンテンツ産業の国際競争力の強化や地域経済への貢献を目指していく

ことが求められる。 

 

上記を実現する観点から、放送サービスに関する中長期的なビジョンに基づいて、多様

なプレイヤの参画等も通じた放送市場の活性化及び周波数の更なる有効活用に向けた道筋

をつけることにより、放送サービスの一層の高度化・多様化を実現するとともに、必要に

応じて、制度的措置や財政面での支援等を講じることが適当である。 
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第４章 放送の社会的役割 

 

１．現状 

 

（１）放送のシステムと機能についての基本的な考え方 

  

 放送は、受信料を財源とする公共放送であるＮＨＫと民間の創意工夫により多様な番組

を提供する民間放送事業者の「二本立て体制」により、地域に根ざした多元的・多様なメ

ディアとして、国民・視聴者の間で普及してきた。とりわけ、テレビ放送は、一斉同報性

のある信頼される基幹メディアとしての高い公共性を有しており、テレビ端末の普及度や

広告市場に占める地位等も相まって、メディア環境が大きく変化する中にあっても、社会

インフラとして、引き続き重要な社会的役割を担っている。 

 

 このように、ＮＨＫ及び民間放送事業者は、災害報道や地域情報の発信・取材を行う主

体としての公共的役割を担っており、あまねく全国における受信を可能とするため、条件

不利地域を含めて全国で 12,000局余りのテレビ放送の中継局を設置・運用しており、ほぼ

100％のカバー率を達成している。 

また、大規模災害時に備えて、取材及び放送の両面で冗長化等の対応を講じてきてお

り、いざという時にバックアップが可能な放送体制を構築してきている。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 23：確実な放送実施のための堅牢な放送システム（資料２－３より抜粋）] 
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 放送法は、放送が果たしてきた公共的役割が保障され、憲法が保障する表現の自由の保

障の下で、言論報道機関として健全な民主主義の発達に貢献することを期待し、放送に携

わる者の職責を規定したものである。 

具体的には、番組準則や番組審議機関、訂正放送等の番組編集に関する自主的規律を規

定した上で、事業運営について行為規制を課すのではなく、字幕・解説番組に関するユニ

バーサルサービスの確保、マスメディア集中排除原則や外資規制といった構造的な規制を

規定している。これらの規定を踏まえ、放送事業者の自主自律により番組編集を行うこと

によって、国民・視聴者に対し基本的な情報を提供することを可能とし、それにより、個

人の自律の促進と民主主義の発達に寄与してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 24：放送法の基本的枠組み] 
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（２）視聴者から見たテレビ放送 

 若年層においては、テレビを持たない世帯が１割を超える等テレビ保有率が低下してい

ることに加え、テレビを保有する者の間でも行為者率（１日 15 分以上視聴する人の全体に

占める割合）の低下が見られる等、「リーチ」が長期的に減少傾向にあるといえる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 25：テレビの保有率及び行為者率（資料２－１より抜粋）] 

  

一方、テレビは依然として「頼りにされる」重要な情報源であり、知的好奇心を満た

し、円滑な社会生活に資する存在であるといえる。特に、受動的な情報収集を行う層（メ

ディア低関与層）に対して高い訴求を有しているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [図 26：リーチメディアとしてのテレビ放送について（資料２－１より抜粋）] 
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 また、広告媒体としてのテレビを見ても、動画メディア市場に占める地上テレビ広告の

存在は依然として大きく、出稿する広告主からすれば、広告や商品・ブランドの認知を高

め、イメージを向上させる点で高く評価されているとの調査結果がある。 

 

以上を踏まえると、テレビは、情報の信頼性や地域情報の発信主体として、引き続き重

要な役割を果たしており、また、広告の観点からは、一層の付加価値化やサービスの多様

化を図っていくことが重要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [図 27：動画メディア市場の概観（資料２－１より抜粋）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 28：テレビの信頼性について（資料３－４より抜粋）] 
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（３）信頼されるメディアとしての放送 

 

 第２章で述べたフェイクニュースの広がり等に見られるような状況において、健全な民

主主義の発達が損なわれないよう、信頼されるメディアとしての放送についても、政策的

に維持・発展させることにより、憲法が保障する国民の知る権利や表現の自由を、全体と

して実現していくことが求められる状況にある。 

 

 また、放送事業者が国民・視聴者の信頼を維持・発展させるためには、自主自律を確保

し、放送事業者自らが信頼される情報の提供を続けることにより、創意工夫により、視聴

者との紐帯を強めるとともに、ネット事業者等の関係者との連携を強化する等の取組を進

め、視聴者へのリーチを維持・発展させることが課題となっている。 
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（４）諸外国の状況 

 

 諸外国においても、テレビによるニュース接触率が高く、報道や情報に対する信頼感で

テレビ・ラジオや新聞が上位を占める等、放送に対する信頼度は高い水準にある。例え

ば、英国では、テレビ、ラジオといった放送が、放送サービスとしても、オンラインでも

最も多く利用されるメディアであり、その背景として、番組基準を遵守する放送のジャー

ナリズムに対する信頼が特に高いとする分析も行われている。 

 

 [図 29：諸外国におけるメディア別のニュース接触率（資料２－２より抜粋）] 

 

[図 30：諸外国におけるメディア別のニュース信頼感（資料２－２より抜粋）] 
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２．分科会における主な意見 

 

 テレビは地域独自の最適な配信網を構築しており、放送とネットの双方の特性を見

ながら、地域で見たい信頼性の高いコンテンツをどのように届けるかを考える必要

がある。 

 

 ローカル局には、番組制作や報道を通じて地域の問題を共有し、解決策を探るとい

う役割がある。 

 

 人口減少により地域情報の確保が課題となっている中、ローカル局は放送事業に限

らず、地元でのイベント等を通じた文化・情報の発信拠点として大きな役割を果た

している。 

 

 フェイクニュースが問題化する中、取材力・編集力を持つ伝統的なジャーナリズム

を守るため人材育成等が必要。 

 

 若年層は、身の回りのことを「ニュース」と呼ぶが、社会的・経済的な情報のソー

スが新聞やテレビであることは認識している。信頼性のないメディアに広告はつか

ないものであり、信頼性は民放にとっても一番大事な部分である。 

  

 放送の信頼性について、信頼性がないメディアには広告はつかない。この点は広告

の大原則であり、民間放送事業者にとって一番大事なところである。 

 

３．考え方 

 

地上テレビ放送は、放送事業者による自主自律を基本とする現行放送法の下で、自律的

な番組制作を行うとともに、あまねく全国において受信されるように放送の普及を図るこ

と等を通じて、信頼される基幹メディアとして、国民・視聴者に対するナショナル・ミニ

マムである情報提供機能を果たしてきた。 

我が国における放送の普及、国民・視聴者が寄せてきた信頼感等を踏まえれば、引き続

き、放送の社会的役割が確実に果たされていくことが必要である。 

 

とりわけ、ローカル局が担ってきた地域における情報発信・取材機能としての役割につ

いては、人口減少等の社会動態の変化を見極めつつ、国民の知る権利の確保、地方創生・

地域振興といった観点からも、維持・発展を図っていくことが期待される。 
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第５章 放送を支えるネットワーク環境の構築 

 

１．現状 

 

（１）地上基幹放送用周波数の有効活用 

  

地上デジタルテレビ放送については、なるべく多くの放送サービスがより広範囲の地域

において混信なく受信できるよう、基幹放送用周波数使用計画に基づいて稠密なチャンネ

ル配置を行っている。そのため、混信に強い伝送方式であるＯＦＤＭ（Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing）を採用し、隣接局同士では同一の周波数を繰り返し利

用するＳＦＮ（Single Frequency Network）を最大限に活用した放送ネットワークを構築

することにより、周波数の利用効率を大幅に向上させている。これらにより、地上アナロ

グテレビ放送のデジタル化に際し、放送用周波数を 62ch（370MHz）から 40ch(240MHz)へと

大幅に圧縮して空き周波数を作り出し、700MHz帯域の携帯電話等の通信サービスを実現し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 31：ＳＦＮを活用した放送ネットワークの構築（資料１－６より抜粋）] 
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 このようなデジタル化においては、アナログ周波数変更対策業務（いわゆるアナアナ変

換）や 700MHz周波数再編などの取組を通じ、受信者には周波数の変更によるテレビのチャ

ンネルプリセット、放送方式の変更によるテレビの買い換えなどの多大な協力を得ること

で実現することが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 32：地デジ受信環境整備（資料１－６より抜粋）] 
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また、地理的・技術的に条件を限定することにより、地上デジタルテレビ放送以外の用

途にも利用可能な周波数については、ホワイトスペースとして特定ラジオマイクやエリア

放送（一般放送）として活用されている。 

このように、地上基幹放送用周波数は有効活用が図られているが、今後、放送サービス

の未来像を見据え、更なる周波数の有効活用に対する期待が持たれている状況にある。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 33：ホワイトスペースの活用状況（資料１－６より抜粋）] 
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（２）衛星基幹放送事業者の帯域の有効活用 

 

ＢＳ放送や東経 110 度ＣＳ放送といった衛星基幹放送については、既存放送で用いられ

ている右旋円偏波を利用した周波数帯域での割当てがひっ迫している一方、2018年（平成

30 年）12月から開始される新４Ｋ８Ｋ衛星放送で新たに利用される左旋円偏波を利用した

周波数帯域については、従来のアンテナではなく左旋円偏波にも対応した新たなアンテナ

が必要であることや、一部住宅においては宅内配線の改修工事が必要になるケースがある

などの受信環境の差があることに加え、不適切な施工等に起因して中間周波数が漏洩し、

他の無線サービスへの影響が懸念されることから、一部が未利用となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 34：ＢＳ放送のチャンネル利用状況（右旋）] 
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[図 35：ＢＳ放送のチャンネル利用状況（左旋）] 

 

このため衛星基幹放送用周波数の有効活用については、右旋帯域と左旋帯域の利用状況

の非対称性を前提に別々に有効活用のあり方を検討することが求められる状況にある（詳

細については「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ」報告書参照）。 
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（３）通信トラフィックの現状とネット配信に係る課題 

 

ブロードバンド化の進展等により、放送番組のネット配信を行うことが可能な環境が出

現しつつあるなかで、放送用周波数の有効活用という観点から、放送サービスを通信サー

ビスによって代替しうるとの指摘も一部なされているが、この点については、以下のよう

な課題に留意する必要がある。 

 

① インターネット・トラフィックについては、固定・モバイルともに、近年年間約１．４

倍で増加してきているとのデータがある（図 36及び図 37参照）。なお、通信事業者と

しては、ピーク時のトラフィックを収容できるよう、局所的、特定時間帯のトラフィッ

クの増加を考慮した上で、ネットワーク全体を設計する必要があり、今後も、トラフィ

ックのひっ迫に対応し、処理能力を常に高めていくこと措置をとっていくことが大きな

課題となっている。 

 

 

 
[図 36：国内の固定ブロードバンドのトラフィックの推移（資料２－４より抜粋）] 
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[図 37：国内の移動体通信のトラフィックの推移（資料２－４より抜粋）] 

 

 

[図 38：国内の固定ブロードバンドのトラフィックの特性（資料２－４より抜粋）] 
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 [図 39：国内の移動体通信のトラフィックの特性（資料２－４より抜粋）] 

 

 

 

② このように、トラフィックが年々ひっ迫しつつある状況の中で、動画配信、特に４Ｋコ

ンテンツ等の大容量データの同時配信については、ネットワークの処理能力との関係に

おいて、将来にわたって同時配信の実施に伴う機器増設等の投資コストを誰がどのよう

に負担するのかが問われることとなる。こうした観点から、費用対効果を考慮した持続

可能なサービス提供のあり方等が大きな課題となっている。 

 

③ 現在のＯＴＴによる動画配信サービスの国内利用者については、ネットワークの負荷へ

の影響は限られている。しかしながら、仮に、例えば、数千万人が同時に利用する動画

配信サービスを通信回線で伝送する等の場合は、輻輳について考慮する必要がある。特

に、４Ｋコンテンツ等の大容量データの同時配信については、４Ｋ映像を安定的に視聴

するためには、ＮＧＮ6を使用してもベストエフォートではなく、優先制御による配信

が前提になると考えられる。 

 

                                                   
6 NGN（次世代ネットワーク）は、高い信頼性・安全性・セキュリティを確保した上で、１つのネット

ワーク上において音声通信、データ通信及び映像配信といった様々なサービスを統合的かつ安定的に提

供する機能を実現する NTT 東日本・西日本の IP 網。 
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[図 40：モバイルによる４Ｋ／８Ｋ動画同時配信の実現性（資料４－４より抜粋）] 

 

 

[図 41：大容量トラヒックによるネットワーク等への影響（まとめ）（資料５－４より抜粋）] 
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④ また、ネット配信については、サーバ等への不正アクセスやウィルス感染等のセキュリ

ティの脅威が、規模と深刻さを増している状況にあり、2020 年東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に向け、通信事業者に加え、放送事業者や端末メーカ等の関係者

が協働し、包括的な対応をとることが求められている。 

 [図 42：セキュリティを確保するための運用の取組（資料５－４より抜粋）] 

 

⑤ なお、放送のような一斉同報型の映像配信サービスについては、カバー世帯数当たりの

整備コストで比較した場合、都市部及びルーラルエリアいずれの場合においても、ブロ

ードバンドを用いた映像配信サービスに対し、現時点では、放送波を通じた番組伝送の

方に大幅にコスト優位性が認められるとの試算もある。 

 [図 43：放送と通信の整備コストの効率性（資料４－３より抜粋）] 
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また、ブロードバンドの契約加入率についても、例えば、ＦＴＴＨの契約加入率は全

国平均で約 51％であり、都道府県、地域ごとに大きな格差が存在しているのが現状で

ある。ブロードバンド基盤については、民間事業者による整備・運営を基本としつつ、

不採算である条件不利地域等においては、地方公共団体が地域活性化等のために整備す

る場合は国庫補助の対象とするなど、様々な形で普及促進が図られているが、現時点に

おいては、基幹的なネットワークとしての普及度において、地上デジタル放送とブロー

ドバンドに違いがある点に留意が必要である。

 

[図 44：都道府県別ＦＴＴＨ契約加入率（三菱総合研究所説明資料）（資料４－３より抜粋）] 

 

２．分科会における主な意見 

 

 放送用周波数については、未来像を見据えた更なる有効利用に向けた検討が必要で

あると考えられる。 

 ホワイトスペースは現在、特定ラジオマイクやエリア放送等で利用されているが、

特に特定ラジオマイクでの利用の需要が高まっていることから、放送波への混信を

避けつつより柔軟な利用が可能となるよう検討が必要であると考えられる。 
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 通信と放送の融合といっても、マルチキャスト配信のような仕組みが通信全体に入

ってこない限り、有線と無線は依然として異なるものとして取り扱うべきではない

か。 

 

 経済合理性の観点からは、現状のＩＰネットワークで放送と同等のサービスを提供

していくことは簡単ではない。 

 

 技術的に可能な方策をすべて採用するわけではなく、サービスごとの利用実態を踏

まえて、放送サービスを回線をひっ迫させてまで通信で代替する必要があるのか等

について丁寧に議論していく必要がある。 

 

 ５Ｇ以降の通信技術の進展や地方都市のあり方等の環境変化や技術進歩等を視野に

入れ、どのような技術を用いて良質な番組をユーザに届けることが相応しいか議論

すべきである。 

 

 放送と通信の融合やハード・ソフト分離は、現行制度では、放送事業者による経営

上の選択肢として可能であり、今後、①現状維持、②補助金や実証実験による環境

整備、③その他の方策がある。放送用周波数は有効活用しており、通信は料金が高

く、５Ｇ導入により激変する見込み。これらの状況を見据えて、どの選択肢を取る

か判断する必要がある。 

 

 同時配信は、４Ｋ品質を想定して主にテレビの大画面に向けて配信するものと、ス

マートフォンに向けて配信するものに分けられる。この二種類の同時配信は、トラ

フィック量、技術進化ともに全く違うものであり、区別する必要がある。 

 

３．考え方 

 

電波の利用がますますちゅう密化していく状況の下、放送サービスの高度化やホワイトス

ペースの一層の利用拡大などのニーズに応えるため、放送用周波数について更なる有効利用

に向けた技術的方策に関する検討が必要である。 

 

放送と通信の技術的特性やネット配信に関する留意点を踏まえると、当面は放送波によ

る伝送を中心とすることが現実的である。他方、将来的には、視聴環境の変化や放送サー

ビスの様々なニーズの多様化に応じて、ＦＴＴＨ、５Ｇ、クラウド等の多様なインフラを

用いた、柔軟かつ強靱な放送ネットワークの構築・運用が求められると考えられる。 

 

上記のような多様なネットワークを前提として、セキュリティの確保を含め、技術面、

サービス面等の課題に対応するため、放送・通信事業者、その他関係者が連携・検討を行
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うことが求められるのではないか。各関係事業者の専門家が定常的に意見交換、情報共有

を図ることができるよう、検討の場を設置することが考えられる。 
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第６章 放送サービスの未来像に向けて＜中長期的な観点からの考え方＞ 

 

１．基本的な考え方 

 

ＩｏＴ/ビッグデータ/ＡＩの活用により、あらゆる人とモノがつながり、新たな価値を

生み出す「Society 5.0」の到来により、大きな社会変革がもたらされることを見据えれ

ば、社会を映し出すことにより社会を支えてきた放送のあり方についても、中長期的な視

点に立った検討が求められる。 

 

具体的には、放送と通信の更なる融合や国民・視聴者の価値の多様化等を踏まえ、放送

事業者が、①伝送路、②端末、③利用者（ユーザ・インターフェース、利用シーン等）、 

④ビジネスモデルといった様々な「多様化」に向き合い、これらに柔軟に対応していく 

ことにより、放送事業において大胆な変革を行っていくことが重要である。 

 

 また、Society5.0時代においては、経済発展だけでなく、社会的課題の解決を通じて、

ひとりひとりの個性が尊重される人間中心の社会の実現が期待されている。社会的課題の

解決という観点からは、放送に代表されるマスメディアには、社会において議論すべき議

題を提起する「議題提起機能」と社会において個人を位置付ける座標軸を示す「世論認知

機能」という２つの重要な機能があるとされている。 

 

多種多様な価値観が交錯する Society5.0の到来を見据えた時に、真に議論すべき社会的

課題を示すとともに、主権者である国民に政治・行政のあり方を伝達することにより自身

の立ち位置を知らせるという放送の社会的役割は、ますます重要となる。こうした点を踏

まえ、中長期的な観点から、放送が、政治・行政のあり方を含む環境変化に対応し、民主

主義の基盤としての役割を適切に果たしていけるようにしていくことが重要である。 

 

２．中長期的な観点からの放送サービスの将来イメージの例 

 

 上記１で示した基本的な考え方に基づき、中長期的な視点に立った放送サービスの未来

像としては、例えば、以下のようなイメージが考えられ、このようなサービスイメージを

念頭に置いて課題を抽出し、検討を進めていくことが望ましいものと考えられる。 

 

（１）将来イメージ①：没入感の高いエンターテインメント 

 

  「臨場感」 大画面・高画質により、五感を通じたリアルな視聴体験を実現。 

  「双方向」 画面上で番組の疑似体験、ゲームへの参加等を可能に。 

  「対話」  テレビ内蔵のＡＩや他の視聴者と感想等のやりとりを表示。 

  「カスタマイズ」 視聴履歴及び視聴者に属性に基づくコンテンツを提供。 
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[図 45：放送の将来イメージ①（資料６－２より抜粋）] 

 

（２）将来イメージ②：様々なビジネスに利用されるテレビ 

 

  「ショッピング」店舗で実際に商品を手に取るかのような購買体験を提供。 

  「ウェルネス」バイタル情報との連携による健康番組の提供、健康に関する助言。 

  「広告」視聴履歴により視聴者の嗜好にカスタマイズされた広告を配信 

  「疑似体験」紀行番組を通じて遠隔地の友人と旅行の疑似体験が可能に。 

[図 46：放送の将来イメージ②（資料６－２より抜粋）] 
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（３）将来イメージ③：地域／くらしとテレビのあり方の変化 

 

「防災」視聴者の属性（住所等）に応じて避難経路や気象情報等の基礎情報を提供。 

「見守り」高齢者の周辺にあるカメラやバイタルデータの収集等を通じ、高齢者や要

介護者等の症状や異常行動を遠隔地からチェック。 

「生活支援」情報家電（冷蔵庫）と連動して、テレビを通じて生鮮食料品の購入が可

能になる等、番組と生活がリアルタイムに連動。 

 

[図 47：放送の将来イメージ③（資料６－２より抜粋）] 

 

３．検討が必要となる主な課題 

 

上記の大胆な変革を実現するためには、放送の未来像を確かに見通す視点の確立と新た

なビジネスモデルの構築等に向けて、相当の準備期間が必要となる。 

  

このため、まずは、放送事業者を含む関係者が、以下のとおり、中長期も視野に入れた

４つの視点からの課題についての認識を共有し、今後必要となる技術的対応等について、

可能な限りスケジュールを明確化した上で、各項目ごとに必要となる具体的な取組をそれ

ぞれ段階的に進めていくことが必要である。 

 

（１）技術面の課題（更なる周波数の有効活用に向けた技術的対応） 

 

 ２．で記した将来イメージを実現するためには、様々な技術面の課題に適切に対応するこ

とが求められるが、特に、地上放送、衛星放送等の各メディアについて、放送用周波数の更

なる有効活用も念頭に置きつつ、中長期的な観点から、研究開発、国際標準化、技術規格の
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見直しや新たな伝送技術への転換といった一連の方策について検討することが適当である。 

 

その際、特に、①あまねく受信されるメディアであり、社会的影響力が非常に大きい地上

放送については、ひとたび技術規格を定めると、相当期間にわたり変更が困難であるとの性

質を持つこと、②その一方で、今後予想される急速な技術革新やその受信環境等を考慮する

と、グローバル環境の大きな変化等にも適切に対応する必要があることに留意が必要である。 

 

また、周波数の有効活用は、放送用周波数の有効活用という視点だけではなく、周波数全

体での有効活用を図るという視点も重要であり、全体のバランスの中で考えられるべきもの

である。すなわち、各サービスの利用ニーズ、目的や技術などについて、その周波数帯の特

性や利用状況と合致し、その後の利用が適切に進展することが見込まれるかなどの観点も含

めて検討を行うことが必要である。このため、放送用周波数の有効活用を検討するに当たっ

ては、他の周波数帯を含めた電波に関する社会ニーズや技術・サービスなどの動向も注視し

つつ行われることが必要である。 

 

（２）ネットワーク面の課題（将来に向けたネットワークの大きな変革への対応） 

  

２．で記した将来イメージを実現するためには、これを支えるネットワーク・インフラ

の充実が必要となるが、第５章において述べたとおり、技術革新やニーズの多様化に対応

した将来的なネットワークの更なる発展の可能性も考慮すると、中長期的には、既存の放

送波による伝送に加え、ＦＴＴＨやモバイル等の有効活用を含むネットワークの大きな変

革について、適切に対応していく必要があるものと考えられる。 

 

その際、設備投資や利用者負担といったコスト面での妥当性の検討に加え、現在の放送

サービスに対する信頼性をどのように確保していくか、サービス多様化へのニーズにどの

ように対応していくのかといった点に留意し、柔軟かつセキュアなネットワークの実現を

図っていくとともに、急速な技術革新への対応についても考慮する必要があるものと考え

られる。 

 

（３）サービス面の課題（サービスの一層の多様化・高精細化、ネットとの本格連携の進展） 

 

将来イメージで記したようなサービスの高度化・多様化の観点からは、放送と通信の融

合等に関する周辺分野も含む将来のサービス動向を的確に見通すことが重要となる。さら

に、視聴ニーズや視聴環境の変化を踏まえた、放送サービスの一層の高度化・高精細化の

必要性についての視点も、極めて重要である。 

 

また、上記（１）とも関連するが、周波数の有効活用に大きな影響を与えうる地上４Ｋ

放送の実施の是非及び実施する場合のスケジュールや課題に関する考え方の整理、サービ
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ス高度化に必要な周波数資源の確保方策も視野に入れたスケジュールの明確化について

も、今後の検討が待たれる状況にある。 

  

加えて、放送番組のネット配信等、ネットとの連携が進展する中で、将来的に、放送と

通信による独創的な融合サービスの本格展開を促進するとともに、放送コンテンツの一層

の海外展開を含めた我が国コンテンツ産業の一層の活性化に向けて、取組を進めていくこ

とも重要である。 

 

（４）社会的役割の観点からの課題（地方を含む情報提供体制の確保） 

 

 価値観が多様化し、情報通信技術を用いた社会的課題の解決が期待される Society5.0時

代を見据え、広く国民・視聴者に対し、政治・行政のあり方を含めた社会の現状を正確・

公正に伝えるという、放送の社会的役割はますます重要であり、今後とも維持、発展させ

ていくことが大きな課題となる。 

 

とりわけ人口減少等の影響を大きく受ける地方においては、全体の広告収入が伸び悩む

中で、地域情報の主要な担い手であるローカル局の経営基盤の強化を図っていく必要があ

る。 

  



74 

 

第７章 放送用周波数の有効活用に向けて＜短期的な取組＞ 

 

第６章３．で示された中長期的な課題を解決するため、当面求められる対応として、そ

れぞれの項目ごとに、以下に挙げた具体的施策を推進していくことが適当と考えられる。 

 

その際、各施策の具体的なスケジュール・マイルストーンに基づいて進めていく姿勢が

重要である。そのため、参考までに、当面の目標としての「アクションプラン」を別添の

とおりまとめることとしたい。 

 

１．更なる周波数の有効活用に向けた技術的対応 

地上テレビ放送、衛星放送、V-High放送において、ホワイトスペースの利用拡大、サ

ービスの高度化等を図ることにより、周波数の一層の有効利用を進めていくことが必要

である。 

 

［具体的施策］ 

 

（１）地上放送 

地上放送については、放送の未来像を見据えた放送サービスの高度化やホワイトスペー

スの一層の利用拡大等の放送用周波数の更なる有効利用に向けた技術的な調査の実施につ

いて検討する。具体的には、新たな放送サービスとして、地上４Ｋ放送や高度な放送・通

信融合サービスの将来的な実現も視野に入れ、周波数利用効率の更なる向上や画像圧縮技

術及び伝送方式の高度化等に資する技術開発に関し、実フィールドでの検証等を含めた検

討・調査を行う。また、ホワイトスペースの一層の利用拡大については、現行の無線シス

テム間の共用状況の調査を行うとともに、ホワイトスペースのより柔軟な利用が可能とな

る共用条件の検討を行い、将来的な利用拡大の実現に向けた技術的検討を行う。 

 

（２）衛星放送 

衛星放送、特に基幹放送であるＢＳ放送及び東経１１０度ＣＳ放送については、帯域利

用がひっ迫状況にある右旋帯域と受信環境の相違等により利用可能枠が埋まっていない左

旋帯域の非対称性に着目した対応が求められる。具体的には、右旋帯域において、総務大

臣が認定を更新する際に、地上放送と異なり、帯域の有効活用に係る事項が審査項目とな

っていない点を踏まえ、衛星基幹放送事業者による帯域の利用状況を検証し、総務大臣が

指定する帯域について、有効活用が担保できる水準とするための認定の仕組みの構築及び

当該基準の設定に関する制度整備を行うことが適当である（詳細については「衛星放送の

未来像に関するワーキンググループ」報告書参照） 。 
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（３）V-High帯域（207.5MHz～222MHz） 

V-High放送用の帯域については、現在、サービス提供を行う事業者が存在しておらず、

総務省が 2018年（平成 30年）２月に公表した意見募集結果も踏まえ、新たなサービスの

実現に資する実験試験局等の制度も活用しつつ、放送・通信融合時代に対応した新たなサ

ービスが柔軟かつ早期に開始できる提案かどうかといった観点から総務省において公開で

ヒアリングを行う等、割当てに向けた検討を加速する。 

 

２．将来に向けたネットワークの大きな変革への対応 

今後、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、放送番組のネ

ット同時配信が本格化した場合における視聴ピーク時への対応、高精細な放送コンテン

ツが利用ニーズに応じて、柔軟かつ安全に伝達できる環境づくり等の観点から、放送・

通信事業者を始めとする関係者による協議が円滑に行われる環境を整備することが必要

である。 

 

［具体的施策］ 

 

放送番組の同時配信のネットワーク運用に係る課題を始め、放送と通信にまたがる技術

的課題の解決を図るため、情報通信審議会における同時配信に関する技術的な議論も踏ま

え、関連する既存の取組にも留意しながら、主に、放送、通信インフラ、クラウド等の関

係者から構成される連絡協議の場を設置するなど、情報共有や課題検討を行う体制を整備

する。 

 

３．サービスの一層の多様化・高精細化、ネットとの本格連携の進展 

放送コンテンツに代表される我が国発の映像コンテンツの国際競争力及び地域経済へ

の貢献を高める観点から、官民一体となった取組を強化することが喫緊の課題である。 

また、放送と通信の更なる融合に対応した革新的で独創的なサービスを推進する観点

から、必要な政策的対応を行う。 

 

［具体的施策］ 

 

（１）コンテンツ産業の活性化に向けた取組 

 

①人材育成  

ローカル局を含めた放送事業者において、国際共同制作や海外バイヤーとの交渉、地

域経済にひ益する番組制作の企画・立案といった業務を担うことのできる人材の育成に

向けた支援を強化する。 
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②多面的な制作支援 

放送コンテンツの海外展開について、他産業や地方公共団体等との協働等による国際

共同制作への支援、成功事例や海外で受容されるコンテンツ制作ノウハウの共有など、

コンテンツ制作への多面的な支援を展開する。 

 

③グローバル展開支援 

海外進出に必要な情報の調査・共有、海外バイヤーとの接点の構築・維持や新興市場

の開拓に対する支援、日本の放送コンテンツの魅力を海外バイヤーに訴求するノウハウ

の共有など、グローバル市場進出への支援を展開する。 

 

④放送コンテンツの海外展開のための基盤の整備支援 

上記の支援の展開・強化のため、ローカル局を含めた放送事業者が、多様なコンテン

ツを共同で継続的に海外に発信するための基盤の整備を支援することを検討する。 

 

⑤権利処理の円滑化 

放送事業者による放送番組のネット配信については、情報通信審議会における検討の

結果を踏まえ、関係者と連携し、権利処理の円滑化に資する取組を引き続き実施する。 

 

（２）放送・通信融合サービスの更なる推進に向けた取組 

  

①視聴データの活用 

情報通信審議会における検討の結果を踏まえ、放送・通信の融合時代に相応しい視聴

関連データ等のビッグデータの適正な利活用の促進に向けて、放送事業者や放送事業者

以外の関連事業者、地方公共団体等が連携する実証実験の実施や取扱いルールの策定と

いった環境整備を進める。 

 

 ②新たな映像配信等の実現 

高精細映像等の大容量データの効率的な配信と高品質なサービスの視聴を可能とする

ため、多様なネットワークをダイナミックに組み合わせた新たな配信方式の実現等に向

けて、民間事業者の取組を支援する。 
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４．地方を含む情報提供体制の確保 

第４章で述べたとおり、放送事業者が、放送法の定める自主自律の枠組みの下で放送

番組を編集することにより、信頼されるメディアとして位置付けられてきており、地域

を含め、放送が果たしてきた社会的役割は今後とも重要であると考えられる。 

  

その上で、人口減少をはじめ地方経済が抱える様々な課題を踏まえ、ローカル局が、

将来にわたってナショナル・ミニマムとしての情報提供機能を維持できるよう、政府と

しても、必要に応じて様々な支援策等を講じることが求められる。 

 

［具体的施策］ 

 

（１）ローカル局の経営基盤強化に関する検討 

地上放送のデジタル化に伴って整備した中継局の更新を見据え、特にローカル局におけ

る設備の維持が課題となる中で、ローカル局による設備の高度化の推進やローカル局の経

営基盤強化のあり方について、更なる検討を行うことが適当である。 

 

（２）地域における情報発信の強化 

ネットワーク維持の観点から、放送の補完として、有線ネットワークの活用や難視聴地

域における共聴施設の整備等に係る支援策やホワイトスペースの一層の有効活用等を通じ

た地域の情報発信強化に向けた取組を進める。 

 

（３）地域に根ざした番組づくり 

地域ごとのニーズに応えた放送の地域性を確保し、国民の知る権利の確保に貢献する等

の観点からは、ローカル局による地域に根ざした番組が可能な限り多く提供されるような

環境づくりが必要である。 

 

以上 

  



78 

 

別添 アクションプラン 
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第２部（２） 



80 

 

 

衛星放送の未来像 

 

 

 

 

 

 

 

衛星放送の未来像に関する 

ワーキンググループ 
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１．衛星放送の位置付けと新たな動向 

現在、我が国の衛星放送（デジタル放送）については、ＢＳ放送（2000 年（平成 12 年）

放送開始）、東経１１０度ＣＳ放送（2002年（平成 14年）放送開始）及び東経１２４／１２

８度ＣＳ放送（1996年（平成８年）放送開始）の３つがある。放送開始当初は、ＢＳ放送を

「高品質」を追求する放送メディア、東経１１０度ＣＳ放送を通信との連動など「高機能」

を追求する放送メディア、東経１２４／１２８度ＣＳ放送を多様な専門チャンネルにより

「多チャンネル」を追求する放送メディアとそれぞれ位置付け、普及策が講じられてきた。 

その後、ＢＳ放送と東経１１０度ＣＳ放送は、アンテナについては共用アンテナ、チュー

ナーについては地上テレビジョン放送を含む三波共用の受信機が普及していく中で、受信環

境に差異がなくなっていった。こうした状況を踏まえ、総務省は、2008年（平成 20年）７

月に策定・公表した「平成２３年以降に開始される予定の新たなＢＳデジタル放送に係る委

託放送業務の認定に関する基本的方針」において、ＢＳ放送と東経１１０度ＣＳ放送の普及

政策を一体化し、東経１１０度ＣＳ放送についても、認定に際して高画質のものを優先する

こととした。さらに、2010 年（平成 22 年）の放送法改正により、両者は「衛星基幹放送」

として同じ法制度が適用されることとなった。 

また、新たな動きとして、これまでＢＳ放送や東経１１０度ＣＳ放送において追求されて

きた「高画質」について、2018年（平成 30年）12月から「新４Ｋ８Ｋ衛星放送」が開始さ

れることにより、今後急速に進展することが予想される。 

衛星放送、とりわけ本ワーキンググループの主要議題である帯域の有効活用を議論するに

当たっては、こうした衛星放送のメディアとしての位置付けと経緯及び新たな動向を十分踏

まえることが必要である。 

 

２．帯域の有効活用に関する議論の背景と方向性 

2017年（平成 29年）秋以降、政府の規制改革推進会議において、電波の有効活用が議論

されており、2017年（平成 29年）11月に公表された第２次答申においては、放送用の帯域

の更なる有効活用に関して、「総務省は、放送事業の未来像を見据え、放送用に割り当てら

れている帯域について、周波数の有効活用などにつき、イノベーション創出の観点等から行

う提案募集なども含め、検討を行う」旨の提言が行われたところである。 

衛星放送（デジタル放送）については、放送開始以来、総務大臣から周波数を割り当てら

れて衛星に開設する無線局等を運用するハード事業者と、コンテンツを制作してその無線局

等を使用して放送するソフト事業者を分離する形で事業が運営されてきたところであり、ソ

フト事業者が総務大臣から指定を受けて使用する帯域（スロット）は、放送用周波数の割当

てそのものに該当するものではない。しかしながら、衛星基幹放送のソフト事業者が指定さ

れる帯域も放送用周波数と同じく有限稀少なものであり、特にＢＳ放送及び東経１１０度Ｃ

Ｓ放送の右旋帯域におけるひっ迫状況を踏まえれば、帯域が有効活用されているか否かを検

証し、放送法で定める「表現の自由ができるだけ多くの者によって享有される」環境を整備

することが必要である。 
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他方で、本年からの新４Ｋ８Ｋ衛星放送の実現に向けて新たに開放されたＢＳ放送及び東

経１１０度ＣＳ放送の左旋帯域については、対応する新たなアンテナが必要であるなど受信

環境の相違から、公募を行ったにも関わらず利用可能枠が全ては埋まらず、今後更に利用可

能な帯域が拡充される見込みであることも踏まえれば、右旋帯域とは別の意味で有効活用が

進んでいない状況である。 

したがって、帯域の有効活用を検討するに当たっては、ＢＳ放送及び東経１１０度ＣＳ放

送の右旋帯域と左旋帯域の利用状況の非対称性を前提にすることが必要7であり、 

① 右旋帯域については、符号化装置の高度化等、放送機器の性能向上等を踏まえて効率的

利用の観点から、 

② 左旋帯域については、受信環境の整備など利用促進の観点から、 

それぞれ有効活用のあり方を別々に検討することが望ましいと考えられる。 

 

３．効率的利用の観点からの右旋帯域の有効活用 

（１）基本的な考え方 

現在の法制度においては、ＢＳ放送及び東経１１０度ＣＳ放送といった衛星基幹放送に

参入するに当たっては、総務大臣の認定を受けることが必要であり、認定期間は５年、更

新も可能とされている。認定の更新に際しては、地上基幹放送と異なり8、マスメディア集

中排除原則への適合性のみを審査することとされており、一旦認定を受けて事業参入すれ

ば、容易に当該認定を更新することが可能な仕組みとなっている。 

このため、帯域の有効活用に関しては、新規参入に係る認定についても、５年ごとの認

定の更新についても審査項目とされていない9。この背景としては、これまでは、右旋帯域

についても新たな周波数の開放やデジタル化に伴うアナログ放送の停波等により、比較的

潤沢に新たな利用可能帯域が生じてきたという経緯があり、また、衛星放送という新たな

メディアの普及を促進するため、番組（チャンネル）の継続性を重視するという観点から

既に参入した事業者の認定更新に際して過度の負担を課さないという考え方に基づいて

制度設計されたことによるものと考えられる。 

  しかしながら、ＢＳ放送及び東経１１０度ＣＳ放送のいずれについても、右旋帯域につ

いては、 

① 2018年（平成 30 年）12月に開始予定の新４Ｋ８Ｋ衛星放送の一部をＢＳ放送の右旋

帯域で実施するに当たり、参入事業者が既存放送の帯域の一部を自主的に縮減すること

                                                   
7 東経 124/128度 CS放送については、参入に際して総務大臣が帯域を指定する「認定」ではなく、「登

録」によることとされており、今回の本ワーキンググループにおける検討の対象外とするものである

が、現時点で 100万以上の加入者が存在しており、今後の事業動向等を見据えつつ、必要があればあ

らためて検討を行うことが望ましい。 
8 地上基幹放送については、ハード・ソフト一致の「再免許」も、ハード・ソフト分離の「認定の更

新」も、参入時と同じ項目を全て審査する制度となっている。 
9 唯一、帯域の有効活用が考慮された例として、平成 17年のＢＳ放送の新規認定に際して、行政が定

める「認定方針」において、比較審査項目として「周波数の効率的利用が図られるものであること」

が盛り込まれたことがある。 
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を、優先的に認定が受けられる条件とすることにより帯域を確保 

② 2018年（平成 30 年）５月の認定による東経１１０度ＣＳ放送の高画質化について、

高画質化に必要な帯域を確保するために、画質評価を経た関係事業者の合意の下、高精

細度テレビジョン（ＨＤ）放送を行う帯域を従来の１６スロットから１２スロットに引

き下げることで実現 

といった事実が示すように、新たな利用可能帯域は容易に見込めない状況である。 

 他方で、ＢＳ放送及び東経１１０度ＣＳ放送といった衛星基幹放送が年間数億円のイン

フラ利用コストで 3,000～4,000 万世帯にリーチ可能な放送メディアであることを踏まえ

れば、潜在的な新規参入要望も相当程度あるものと想定される。 

こうした状況を踏まえれば、右旋帯域に関しては、新規参入に関する認定、５年ごとの

認定の更新いずれについても、帯域が有効活用される、あるいはされてきたかを検証し、

有効活用が見込まれない場合には、総務大臣が指定する帯域を有効活用が担保できる水準

とする仕組みを法制度上明確に定めることが適当である。 

 

（２）有効活用の検証の基準 

有効活用されているか否かを行政が判断するに当たっては、客観的な基準が必要である

が、その際、同じ衛星基幹放送の右旋帯域であっても、ＢＳ放送と東経１１０度ＣＳ放送

では、後述するとおり技術的な特質や事業の態様等が異なっていることから、その相違を

踏まえて基準を設けることが適当である。 

  まず、東経１１０度ＣＳ放送の右旋帯域については、2018 年（平成 30年）５月の認定

による高画質化に際して、既に画質評価を経た関係事業者全体の合意として、高精細度テ

レビジョン（ＨＤ）放送について、従来の 16スロットではなく、一律 12スロットで実施

することとされたところであり、当面はこの基準に基づいて有効活用されているか否かを

判断することが適当である。 

  一方、ＢＳ放送の右旋帯域については、 

① 東経１１０度ＣＳ放送と異なり、原則として、番組ごとにＴＳ（Transport Stream） 

ＩＤが割り振られ、番組ごとの送出を前提とした設備構成となるため、統計多重方式10

の活用が困難であること、 

② マルチ編成や常時のデータ放送等、東経１１０度ＣＳ放送では実施されていないサー

ビスが提供されていること、 

③ 1,440×1,080ピクセルのＨＤだけでなく、1,920×1,080ピクセルのフルＨＤ11といっ

                                                   
10 各番組の伝送容量の一部を必要に応じ各瞬間ごとに他の各番組の伝送に割り振る技術方式。 
11 この報告書で用いる画質に関する用語の区分は以下のとおり。 

 放送法令上の区分 解像度 

２Ｋ 標準テレビジョン（ＳＤ）放送 ・720×480 ピクセル 

高精細度テレビジョン（ＨＤ）放送 ・1,440×1,080 ピクセル 

・1,920×1,080ピクセル（フルＨＤ） 

４Ｋ 超高精細度テレビジョン放送 ・3,840×2,160 ピクセル 
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た高画質であることをビジネスモデルのコアとして展開されている例もあること 

等、東経１１０度ＣＳ放送とは異なる事業実態があり、たとえ単純な帯域１スロット当た

りの伝送レートが東経１１０度ＣＳ放送より高い12という事実があるとしても、東経１１

０度ＣＳ放送と同様の一律 12 スロットによる高精細度テレビジョン（ＨＤ）放送の実施

を求めることは適当ではない。 

上記のような事業実態の相違を踏まえて、今後、ＢＳ放送の右旋帯域に関する具体的な

基準を検討していくことが必要となるが、その際、以下の点に留意すべきである。 

① 衛星基幹放送に係る行政処分の判断基準となるものであることから、客観的かつ定量

的な基準とすること。 

② ただし、事業者ごとに活用する技術や使用する放送機器、ビジネスモデルが異なる13

ことを踏まえ、当該基準は、ある程度幅を持たせた柔軟なものであること。 

③ 当該基準については、技術の進展等を踏まえて、定期的に見直しを行うべきものであ

ること。 

また、基準については、行政処分の判断基準であることから、放送法及びその下位法令

といった法制度の中に明記することが適当であるが、その策定に当たっては、行政、関係

事業者及び関係団体等から構成される意見交換の場を設けることを始め、行政処分の当事

者や視聴者も含めた関係者の意見を聞く機会を十分に設ける14ことが必要である。なお、

有効活用されているか否かを判断するに当たっては、認定又は認定の更新に際して、まず

は申請事業者が自ら法制度に定められた基準への適合性及び新たな技術・サービスの導入

状況その他の勘案すべき事情に関する説明責任を果たし、行政がその妥当性を検証すると

いった対応が望ましいと考えられる。 

 

（３）利用方策に関する基本方針 

衛星基幹放送の右旋帯域において利用可能な帯域が生じた場合、有効活用の観点から公

募により速やかに新たな利用方策を決定することが望ましい。 

その際、基本的な方針として、既存番組に帯域を追加することで画質の向上を図ること

と、新規番組の参入によりコンテンツの多様化を図ることのいずれを優先するかが論点と

なるが、これを検討するに当たっては、2018年（平成 30年）12月より新４Ｋ８Ｋ衛星放

送が開始されることを十分に踏まえることが必要である。すなわち、新４Ｋ８Ｋ衛星放送

の開始により、現在標準画質（ＳＤ）で放送されている既存番組については従来以上に画

                                                   

８Ｋ ・7,680×4,320ピクセル 

 
12 符号化方式が同じ MPEG2でも、実態上変調方式が違うことから、東経 110度ＣＳ放送が帯域１スロ

ット当たり約 0.8Mbps であるのに対し、ＢＳ放送は帯域１スロット当たり約 1.1Mbps。 
13 例えば、画像解像度 1,920×1,080 ピクセルのフルＨＤについては、帯域 24スロットで放送する事

業者がある一方で、フレーム／フィールド構造適応符号化方式を活用して帯域 18スロットで放送す

る事業者も存在する。 
14 米国の国立標準技術研究所（NIST：National Institute of Standards and Technology）のように

国の機関が技術基準を策定する際に、広く RFC(Request for Comments)を採用している例もある。 
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質格差が顕著となることが想定されることから、2018年（平成 30 年）５月の認定による

東経１１０度ＣＳ放送の高画質化においても行われた15ように、まずは既存の標準画質（Ｓ

Ｄ）番組で高精細画質（ＨＤ）番組への移行を希望する者を優先することが適当である。

他方、既に高精細画質（ＨＤ）で放送を行っている番組の更なる画質向上については、４

Ｋ・８Ｋ放送の実施により実現可能であることから、新規参入によるコンテンツの多様化

を優先することが適当である。 

なお、２Ｋと４Ｋ・８Ｋに関して、現在、総務省告示「基幹放送普及計画」において、

「２Ｋ放送は右旋、４Ｋ・８Ｋ放送は左旋を基本」という方針16が設けられているが当面

はこれを維持することが望ましい。しかしながら、当面は、４Ｋ・８Ｋ放送に関して独自

のコンテンツを大量に確保することが困難な状況ではあるにしても、帯域の有効活用とい

う観点から、同様のコンテンツを２Ｋ放送と４Ｋ・８Ｋ放送の双方の帯域で放送すること

を継続する期間について、どの程度までであれば適切なのかという検討課題がある。この

ため、２Ｋから４Ｋ・８Ｋへの移行について、４Ｋ・８Ｋテレビの普及状況、受信環境の

整備状況、メディアの特性等も見ながら、適切なタイミングで関係者間で検討を開始する

ことが適当である。 

 

（４）帯域の再編成 

2018年（平成 30年）12月の新４Ｋ８Ｋ衛星放送の実施に伴うＢＳ右旋帯域の再編成や、

今般の高画質化に伴う東経１１０度ＣＳ右旋帯域の再編成等、既存番組の帯域の縮減・追

加や新規参入により右旋帯域全体の再編成が必要となることがある。大規模な帯域再編は

時間・多大な費用を伴うだけでなく、録画の失敗等、視聴者にも不利益が発生するリスク

があることから、できるだけ避けることが望ましいが、ソフト事業者の新たな取組や新規

参入による活性化は、衛星放送事業全体のダイナミズムを確保する上で必要であり、その

ために一定規模の再編が不可避となる局面もあり得るものである。 

  その際、視聴者への影響を最小限としつつ、時間・コストの効率化を図る観点から、行

政や関係事業者が連携して、これまでの再編成も参考に、視聴者に対する周知・広報の方

策も含めた再編成の標準的な手順の策定について検討することが望ましいと考えられる。 

また、最近の再編成においては、帯域の縮減を行った事業者、帯域の追加を行う事業者

及び新規参入事業者といった再編成の端緒となった当事者以外の既存事業者が、帯域の移

行等を求められるようなケースも発生しており、こうした場合における当該既存事業者に

発生する費用の負担についてどのように考えるべきか整理する必要がある。基本的には再

編成に係る原因者・受益者負担とすることが妥当と考えられるが、国の政策による再編成

など、一定の場合には、その一部を国が負担することを検討すべきである。 

                                                   
15 東経 110度ＣＳ放送の高画質化においては、①既存の標準画質（ＳＤ）番組の高精細画質（12スロ

ットＨＤ）番組化、②新規の高精細画質（12スロットＨＤ）番組、③既存の標準画質（ＳＤ）番組の

高画質（６スロットＳＤ）番組化、④その他の順に優先。 
16 右旋の４Ｋ放送については、現在の受信環境を踏まえ、４Ｋ・８Ｋ放送の普及促進を図るための措

置という位置付け。 
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４．利用促進の観点からの左旋帯域の有効活用 

（１）基本的な考え方 

ＢＳ放送及び東経１１０度ＣＳ放送の左旋帯域は、新４Ｋ８Ｋ衛星放送の実現に向けて

開放されたものであり、公募により４Ｋ・８Ｋ放送の新規参入を募ったところであるが、

現状では利用可能帯域があり、更に今後利用可能となる帯域も相当程度見込まれるなど、

ひっ迫状況にある右旋帯域とは逆の状況にある。これは、ひとえに受信環境の差異に起因

するものと考えられる。すなわち、左旋帯域の放送を直接受信するには、従来のアンテナ

ではなく、左旋にも対応した新たなアンテナが必要であり、中間周波数の問題から一部住

宅においては、宅内配線の改修工事が必要となるケースもある。 

受信環境の問題は、一朝一夕に解決する問題ではなく、多様なメディアを活用したプロ

モーションを行うなど、衛星放送の草創期に関係者が行ったような地道な努力が必要であ

り、行政においても多様な支援措置を一層強化することを検討するなど、こうした取組を

サポートすることが必要である。 

 

（２）具体的な方策 

衛星放送の草創期においてもそうであったように、今後の左旋帯域の受信環境整備にケ

ーブルテレビ有線伝送の果たす役割は相当大きいものと想定される。有線経由での受信が

可能となることで、左旋帯域への新規参入障壁を緩和し、更に新たな参入意欲を喚起する

という好循環モデルを構築することが期待される。その際、ケーブルテレビ事業者等にお

いては、再放送同意に係る調整に加えて、伝送路等インフラの高度化等、具体的な負担が

新たに発生するケースもあり、行政として必要な支援策を講じることが適当である。 

また、直接受信に関しては、視聴者の視聴意欲を高めるためには、魅力的なコンテンツ、

一定の手間とコストをかけてでも視聴したいと思われるコンテンツの充実が不可欠であ

り、左旋帯域に参入を予定している事業者における継続的な取組が期待される。例えば、

放送と通信が融合・連動したコンテンツに関する試行的な取組など、従来にはなかった新

たなコンテンツの展開が新たなメディアの普及に貢献することも考えられる。なお、右旋

帯域に４Ｋで参入を予定している事業者についても、受信環境における優位性を活かして

新４Ｋ８Ｋ衛星放送全体を牽引していくことが求められるところであり、ピュア４Ｋ番組

の比率を高めるなど、同様にコンテンツの充実に関する一層の取組が期待される。 

 

５．その他留意すべき事項 

本ワーキンググループにおいては、以下のとおり、構成員より、衛星放送の未来像に関す

るその他の論点も提示されたところである。時間の制約等により十分な議論は行われなかっ

たが、今後行政において、これらの論点も留意しつつ、政策を推進していくことが望まれる。 

① 衛星放送については、編成されたプッシュ型の情報送信であると同時に、多様な有料専

門チャンネルを供給して全体として多様なニーズに応えられるという特性を活かしたサ

ービス展開及び施策が望まれる。例えば、視聴履歴を始めとする視聴データの利活用の促
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進等も考えられるのではないか。 

② チャンネル選択については、視聴のきっかけが大切であり、それを可能とするリモコン

のインターフェースなども重要になってくるのではないか。 

③ 左旋の普及促進については、IP で伝送することがコスト面でメリットがあるのではな

いか。また、光ファイバーが普及していない地方部については、例えば、放送だけではな

く遠隔医療や見守りといったサービスとセットで IP により届ける形をとることで、光フ

ァイバーの普及と左旋の普及を図るといったことも考えられるのではないか。 

④ ４Ｋ・８Ｋ放送について、右旋・左旋のそれぞれについて、必要な受信設備や無料放送、

有料放送の区別がわかりにくい。視聴者が望まない設備を誤って購入することがないよう、

より視聴者に配慮した周知・広報及び販売店での対応が必要ではないか。 

⑤ 衛星放送事業は、これまで発展してきたが、昨今、ある種の均衡点に差し掛かっている

状況である。エンターテインメントの分野でインターネットに視聴者を取られつつある中

で、報道や災害放送といった収益を生みやすいとは言えない分野を放送が担っていくため

にも、いかに市場を活性化するかということが重要なのではないか。 

⑥ 衛星放送は、アニメなど国際競争力のある日本のコンテンツの発展に大きく貢献すると

ともに、新たなコンテンツ制作者の育成にも一定の役割を果たしてきたところであるが、

我が国のコンテンツ産業の更なる活性化の観点から、多様なコンテンツの展開による衛星

放送業界全体の競争力強化が望ましい。 
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おわりに 

 

 本取りまとめは、放送を巡る環境が大きく変化する中で、国民・視聴者の視点に立って、

放送が引き続きその社会的役割を果たしていく観点から、主に、公共放送のあり方と放送の

未来像を見据えた放送サービスのあり方について概観してきた。 

 

こうした中、規制改革推進会議は、本年通信と放送の融合の進展をはじめとする環境変化

を踏まえ、放送事業を取り巻く課題を解決する観点から、放送を巡る規制改革について検討・

審議を重ね、2018年（平成 30年）６月４日に「第三次答申」をまとめ、具体的な措置事項

については、同月 15 日に「規制改革実施計画」として閣議決定された。 

 

規制改革実施計画に記載されている項目の中には、ＮＨＫの常時同時配信や放送用周波数

の有効活用等、本検討会において検討を行ってきたものも含まれている一方、例えば、常時

同時配信の是非を除くＮＨＫを巡る様々な課題、放送政策のあり方についての総合的な点検

等、総務省において、今後の検討課題とされているものも含まれている。 

 

本検討会は、放送を巡る環境変化を踏まえた様々な課題を検討することを目的として開催

されたものであり、そのような位置付けに照らして相応しいテーマについては、今後、検討

項目として取り上げる可能性も含め、適時適切にフォローアップを行っていくことが適当で

ある。 

 

以上 
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開催要綱等 

「放送を巡る諸課題に関する検討会」 

開催要綱 

１ 背景・目的 

 近年、情報通信技術の進展により、新しい放送サービス・機器の登場及び魅力ある地

域情報の発信は、日本の経済成長の牽引及び地方創生の実現に貢献するものとして期待

されている。また、国内はもとより諸外国においても、ブロードバンドの普及はインタ

ーネットでの放送番組の動画配信など放送コンテンツの視聴環境に変化を生じさせ、視

聴者の様々なデバイス（機器）によるコンテンツの視聴ニーズも大きくなっている。 

 このような環境変化等を背景として、放送に関する諸課題について、①日本の経済成

長への貢献並びに市場及びサービスのグローバル化への対応、②視聴者利益の確保・拡

大等の観点から、中長期的な展望も視野に入れた検討を行うことを目的として、本会を

開催する。 

  

２ 名称 

  本会は「放送を巡る諸課題に関する検討会」と称する。 

 

３ 主な検討項目 

（１）今後の放送の市場及びサービスの可能性 

（２）視聴者利益の確保・拡大に向けた取組 

（３）放送における地域メディア及び地域情報確保のあり方 

（４）公共放送を取り巻く課題への対応 

（５）その他 

 

４ 構成及び運営 

（１）本会は、総務大臣の検討会として開催する。 

（２）本会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）本会に、総務大臣があらかじめ指名する座長を置く。 

（４）座長代理は座長が指名する。 

（５）座長代理は座長を補佐し、座長不在のときは座長に代わって本会を招集する。 

（６）座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

（７）座長は、必要に応じ、ワーキンググループ等を開催することができる。 

（８）ワーキンググループ等の構成員及び運営に必要な事項については、座長が定める

ところによる。 

（９）その他、本会の運営に必要な事項は座長が定めるところによる。 

 

５ 議事の取扱い 

（１）本会の会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者又は

第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が必

要を認める場合については、非公開とする。  
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（２）本会の会議で使用した資料については、原則として総務省のホームページに掲載

し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並び

に公共の利益を害する虞がある場合その他座長が必要を認める場合については、非

公開とする。 

（３）本会の会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省のホームページに

掲載し、公開する。 

 

６ その他 

本会の庶務は、情報流通行政局放送政策課が関係課と連携して行うものとする。 
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「放送を巡る諸課題に関する検討会」構成員名簿 

（敬称略、座長及び座長代理を除き五十音順） 
 たがや  かずてる  

（座長） 多賀谷 一照 千葉大学名誉教授 

 にいみ  いくふみ  

（座長代理） 新美  育文 明治大学法学部教授 

 いとう   すすむ  

 伊東   晋 東京理科大学理工学部教授 

 いわなみ  ごうた  

 岩浪  剛太 株式会社インフォシティ代表取締役 

 おおたに  かずこ  

 大谷  和子 株式会社日本総合研究所執行役員法務部長 

 おく     りつや  

 奥   律哉  株式会社電通 電通総研フェロー 

 きた   しゅんいち  

 北   俊一 株式会社野村総合研究所パートナー 

 きよはら   けいこ  

 清原  慶子 三鷹市長 

 こづか そういちろう  

 小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授 

 こんどう  のりこ  

 近藤  則子  老テク研究会事務局長 

 ししど   じょうじ  

 宍戸  常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 すえのぶ よしまさ  

 末延  吉正 ジャーナリスト・東海大学教授 

 すずき  よういち  

 鈴木  陽一  東北大学情報シナジー機構長・電気通信研究所教授 

 
瀬尾

せ お

  傑

まさる

 
スマートニュースメディア研究所所長 

 たけがはらけいすけ  

 竹ケ原 啓介 株式会社日本政策投資銀行執行役員産業調査本部副本部長 

 ながた   みき  

 長田  三紀 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 

 みお    みえこ  

 三尾  美枝子 弁護士 

 みとも   ひとし  

 三友  仁志 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 
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 みよし  たかみち  

 三膳  孝通 株式会社インターネットイニシアティブ技術主幹 

  （計１９名） 

 

 

（オブザーバ） 一般社団法人衛星放送協会 

 株式会社ＴＢＳテレビ 

 株式会社テレビ朝日 

株式会社テレビ東京ホールディングス 

 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

 日本テレビ放送網株式会社 

 日本放送協会 

 一般社団法人日本民間放送連盟 

 株式会社フジテレビジョン 
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「放送を巡る諸課題に関する検討会取りまとめ案起草委員会」 

構成員名簿 
 

（敬称略） 
 にいみ  いくふみ  

  （主査） 新美 育文 明治大学法学部教授 

 おおたに かずこ  

 大谷 和子 株式会社日本総合研究所執行役員法務部長 

 こづか そういちろう  

 小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授 

 ししど  じょうじ  

 宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

   

 はやし しゅうや  

＜オブザーバー＞ 林 秀弥 名古屋大学大学院法学研究科教授 

 やまもと りゅうじ  

 山本 隆司 東京大学大学院法学政治学研究科教授 
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「放送を巡る諸課題に関する検討会」開催状況 （第一次取りまとめ以降） 

 

○第 12回（平成 28年 11月 11日（金）16:30～） 

（１） 第一次取りまとめ後の検討状況（事務局） 

・「視聴環境分科会」について 

・「地域における情報流通の確保等に関する分科会」について 

・「放送コンテンツの製作・流通の促進等に関する検討委員会」について 

（２）諸外国の動向等について（事務局） 

 

○第 13回（平成 28年 12月 13日（火）16:00～） 

（１） 事業者等からのヒアリング 

・日本放送協会 

・（一社）日本民間放送連盟 

・（一社）日本新聞協会 

（２）基本的な考え方（案）について（多賀谷座長） 

 

○第 14回（平成 28年 12月 26日（月）15:00～） 

（１）放送事業者等からのヒアリング 

・日本放送協会 

・民放キー局５社 

・（一社）日本民間放送連盟 

 

○第 15回（平成 29年５月 26日（金）10:00～） 

（１） 報告事項（事務局） 

・「地域における情報流通の確保等に関する分科会」について 

・「ケーブルテレビＷＧ」について  

・「視聴環境分科会」について  

・「放送コンテンツの製作・流通の促進等に関する検討委員会」について 

（２） ＮＨＫからの発表  

・「受信料制度等検討委員会」について 

・「試験的提供」について 

・「２０１７年度ＮＨＫ・民放連共同ラジオキャンペーン」について 
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○第 16回（平成 29年７月４日（火）15:00～） 

 （１）ＮＨＫからの発表 

・平成 29年度の試験的提供について 

・ＮＨＫ受信料制度等検討委員会の検討状況について 

・ＮＨＫグループ経営改革について 

・前回会合におけるご質問等について 

 

○第 17回（平成 29年９月 20日（水）13:45～） 

 （１）ＮＨＫからの発表 

・ＮＨＫ受信料制度等検討委員会諮問第２号･第３号答申について 

・平成 29年度試験的提供 Bの計画概要について 

・常時同時配信開始にあたっての基本的な考え方について 

・ＮＨＫグループの効率的な業務運営について 

 

○第 18回（平成 29年 12月 25日（月）15:00～） 

 （１）ＮＨＫからの発表 

・平成 29年度試験的提供 Bの結果（速報値）について 

・ＮＨＫグループの効率的な業務運営について 

・受信料裁判 最高裁大法廷判決について 

（２）規制改革推進会議等の動向について（事務局） 

（３）放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討の進め方について（座長） 

 

○第 19回（平成 30年７月 13日（金）13:30～） 

 （１）第二次取りまとめ案について（事務局） 

 

○第 20回（平成 30年９月 27日（木）13:30～） 

 （１）第二次取りまとめ案及び意見募集結果について（事務局） 
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放送を巡る諸課題に関する検討会 

「放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会」 

開催要綱 

開催要綱 

１ 背景・目的 

 規制改革推進会議の第二次提言を踏まえた「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12

月8日閣議決定）においては、Society 5.0のインフラ整備として、電波制度改革の観点

から、放送事業の未来像を見据えて、放送用に割り当てられている周波数の有効活用等

について検討を行うこととされている。 

上記を踏まえ、本分科会は、「放送を巡る諸課題に関する検討会」（以下「親会」とい

う。）の下に設置される会合として、所要の検討を行うことを目的とする。 

  

２ 名称 

  本分科会は｢放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会｣と

称する。 

 

３ 主な検討項目 

（１）サービス提供の観点から見た放送の将来動向 

（２）社会的役割の観点から見た放送の将来動向 

（３）ネットワーク・インフラの観点から見た放送の将来動向 

（４）上記を踏まえた、放送用の周波数の有効活用のあり方 

 

４ 構成及び運営 

（１）本分科会の分科会長は、親会座長が指名する。本分科会の構成員及びオブザーバ

は、分科会長が指名する。 

（２）分科会長は、必要があると認めるときは、分科会長代理を指名することができ

る。 

（３）分科会長代理は分科会長を補佐し、分科会長不在のときは分科会長に代わって本

分科会を招集する。 

（４）分科会長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

（５）分科会長は、必要に応じ、ワーキンググループ等を開催することができる。 

（６）ワーキンググループ等の構成員及び運営に必要な事項については、分科会長が定

めるところによる。 

（７）その他、本分科会の運営に必要な事項は分科会長が定めるところによる。 
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５ 議事の取扱い 

（１）本分科会の会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者

又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他分科

会長が必要を認める場合については、非公開とする。 

（２）本分科会の会議で使用した資料については、原則として総務省のホームページに

掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益

並びに公共の利益を害する虞がある場合その他分科会長が必要と認める場合につい

ては、非公開とする。 

（３）本分科会の会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省のホームペー

ジに掲載し、公開する。 

 

６ その他 

本分科会の庶務は、情報流通行政局放送政策課が放送技術課及び情報通信作品振興課
とともに行い、必要に応じて関係課と連携して行うものとする。 
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「放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会」構成員一覧 

 （分科会長及び分科会長代理を除き五十音順、敬称略） 

 

（分科会長） 多賀谷 一照 千葉大学名誉教授 

（分科会長代理） 伊東 晋 東京理科大学理工学部教授 

 岩浪 剛太 株式会社インフォシティ代表取締役 

 大谷 和子 株式会社日本総合研究所執行役員法務部長 

 奥  律哉  株式会社電通 電通総研フェロー 

 北  俊一 株式会社野村総合研究所パートナー 

 宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 瀬尾 傑 スマートニュースメディア研究所所長 

 曽我部 真裕 京都大学大学院法学研究科教授 

 高田 潤一 東京工業大学環境・社会理工学院教授 

 長田 三紀 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 

 中村 伊知哉 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 

 中村 秀治 株式会社三菱総合研究所参与 

 新美 育文 明治大学法学部教授 

 三友 仁志 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 

 三膳 孝通 株式会社インターネットイニシアティブ技術主幹 

 森川 博之 東京大学大学院工学系研究科教授 

 

（オブザーバ） 一般社団法人衛星放送協会 

 株式会社ＴＢＳテレビ 

 株式会社電通 

株式会社テレビ朝日 

株式会社テレビ東京ホールディングス 

 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

 日本テレビ放送網株式会社 

 日本放送協会 

 一般社団法人日本民間放送連盟 

 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

 株式会社フジテレビジョン 

内閣府規制改革推進室 
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放送を巡る諸課題に関する検討会 

｢放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会｣ 

開催状況 

 

○第１回（平成 30年１月 30日（火）13:00～） 

（１）放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会の設置について 

（２）衛星放送の将来像に関するワーキンググループの設置について 

（３）有識者等からの発表 

・４Ｋ・８Ｋ放送の取組状況（一般社団法人放送サービス高度化推進協会） 

・通信・放送融合型サービスの動向（株式会社野村総合研究所） 

・放送サービスの高度化に向けた今後の展望（中村秀治構成員） 

・放送用周波数割当ての現状（事務局） 

・情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書（事務局） 

 

○第２回（平成 30年２月 20日（火）10:00～） 

（１）有識者等からの発表 

  ・視聴者から見たメディアとしての放送（奥構成員） 

・諸外国等における放送の位置づけ（株式会社三菱総合研究所） 

・「信頼されるメディア」としての民間放送（一般社団法人日本民間放送連盟） 

・インターネット・トラヒックの現状（株式会社三菱総合研究所） 

・規制改革推進会議における検討状況（内閣府規制改革推進室） 

 

○第３回（平成 30年２月 28日（火）10:00～） 

（１）有識者等からの発表 

  ・放送の社会的役割を支える制度と原理（曽我部構成員） 

・民主主義社会における放送の役割・機能（宍戸構成員） 

 ・通信放送融合２．０（中村伊知哉構成員） 

 ・社会的役割の観点から見た、放送の将来動向～広告会社視点～ 

（株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ） 

  ・公共放送ＮＨＫのめざす社会的役割（日本放送協会） 

 ・信頼されるメディアとしての放送（札幌テレビ放送株式会社） 

・ＶＨＦ帯の利用に係る調査等の実施結果（事務局） 
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○第４回（平成 30年３月 16日（金）16:00～） 

（１）有識者等からの発表 

  ・放送用周波数の有効利用（高田構成員） 

・放送の高度化に関する研究開発 

（日本放送協会、関西テレビ放送株式会社、株式会社ＴＢＳテレビ） 

   ・固定ブロードバンドネットワークの現状と課題/諸外国等における放送事業の外資規制  

（株式会社三菱総合研究所） 

   ・映像配信によるネットワーク影響と５Ｇにおけるサービスイメージ 

（株式会社ＮＴＴドコモ） 

 

○第５回（平成 30年４月 27日（金）14:00～） 

 （１）有識者等からの発表 

  ・放送番組コンテンツ政策規制と振興（青山学院大学 内山教授） 

・放送コンテンツ関連事業の海外展開について（住友商事株式会社） 

  ・吉 本 興 業 の デ ジ タ ル 配 信 戦 略 （ 株 式 会 社 よ し も と ク リ エ イ テ ィ ブ ・ エ ー ジ ェ ン シ ー ） 

  ・固定ブロードバンド・ネットワークの現状とＩＰ放送における課題 

（日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

 ・規制改革推進会議での検討状況（内閣府規制改革推進室） 

 

○第６回（平成 30年５月 22日（火）10:00～） 

 （１）有識者等からの発表 

 ・放送と通信の融合の現状について（日本テレビ放送網株式会社） 

・将来に向けた放送サービスについての一考察（株式会社三菱総合研究所） 

 （２）分科会報告書骨子（案）について 

 

○第７回（平成 30年６月５日（火）10:30～） 

 （１）衛星放送の未来像に関するワーキンググループからの報告 

 （２）分科会報告書（案）について 

 



101 

 

 放送を巡る諸課題に関する検討会  

「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ」 

開催要綱 

 

 

１ 背景・目的 

 我が国の衛星放送は、新たな4K8K実用放送の開始、110度CS放送の高度化の推進などに

より、視聴者に高精細、高画質なコンテンツを提供できる環境を整備しつつある。一方

で、インターネットによる動画配信サービスについても、4Kをはじめとする高画質コン

テンツの充実等により市場が拡大しており、衛星放送を取り巻く環境は大きく変化しつ

つある。 

本ワーキンググループは、「放送を巡る諸課題に関する検討会 放送サービスの未来像

を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会」の下に設置される会合として、我が国

の衛星放送を取り巻く現状と課題を整理するとともに、放送の高度化に伴う衛星放送の

将来的なあり方等について検討することを目的とする。 

  

２ 名称 

 本ワーキンググループは「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ」と称す

る。 

 

３ 主な検討項目 

（１）衛星放送を取り巻く現状と課題の整理 

（２）衛星放送の帯域の有効活用のあり方 

（３）4K・8K時代における衛星放送の展望 

（４）衛星放送への新規参入のあり方 

（５）その他 

 

４ 構成及び運営 

（１）本ワーキンググループの主査は、放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活

用に関する検討分科会長が指名する。本ワーキンググループの構成員及びオブザー

バーは、主査が指名する。 

（２）主査は、必要があると認めるときは、主査代理を指名することができる。 

（３）主査代理は主査を補佐し、主査不在のときは主査に代わって本ワーキンググループ

を招集する。 

（４）主査は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

（５）その他、本ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定めるところによ

る。 
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５ 議事の取扱い 

（１）本ワーキンググループの会議は、原則として公開とする。ただし、公開すること

により当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場

合その他主査が必要を認める場合については、非公開とする。 

（２）本ワーキンググループの会議で使用した資料については、原則として総務省のホ

ームページに掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の

権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他主査が必要を認め

る場合については、非公開とする。 

（３）本ワーキンググループの会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省

のホームページに掲載し、公開する。 

   

６ その他 

本ワーキンググループの庶務は、情報流通行政局衛星・地域放送課が関係課と連携し

て行うものとする。 
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放送を巡る諸課題に関する検討会 

「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ」 
構成員・オブザーバー名簿 

 
（敬称略、主査を除き五十音順） 

（平成 29年 1月 15日現在） 

【構成員】 
   

 いとう すすむ  

（主査） 伊東 晋 東京理科大学理工学部教授 

 いしだ ゆきえ  

 石田 幸枝 公益社団法人全国消費生活相談員協会理事 

 えなみ かずまさ  

 榎並 和雅 東京工業大学監事 

 おおはし ひろし  

 大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科教授 

 おく りつや  

 奥  律哉 株式会社電通電通総研フェロー 

 おと よしひろ  

 音  好宏 上智大学文学部教授 

 こんどう のりこ  

 近藤 則子 老テク研究会事務局長 

 ししど じょうじ  

 宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 なかむら しゅうじ  

 中村 秀治 株式会社三菱総合研究所参与 

  （計９名）   

 

【オブザーバー】 

   

 一般社団法人衛星放送協会  

   

 日本放送協会  

   

 一般社団法人日本民間放送連盟  

   

 一般社団法人放送サービス高度化推進協会  

  （計４名）   
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放送を巡る諸課題に関する検討会 

「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ」 

開催状況 

 

 

○第１回会合（平成３０年２月８日（木）） 

・開催要綱の確認等 

・衛星放送事業の現状と課題 

 （説明者：中村構成員、奥構成員） 

・衛星放送のハード事業の現状と課題 

 （説明者：（株）放送衛星システム、スカパーＪＳＡＴ（株）） 

・意見交換 

 

 

○第２回会合（平成３０年３月５日（月）） 

・衛星基幹放送の帯域利用の現状 

 （説明者：（株）ＢＳ日本、日本放送協会、（株）ＷＯＷＯＷ） 

・意見交換 

 

 

○第３回会合（平成３０年４月２日（月）） 

・衛星放送の未来像に関する論点について 

・意見交換 

 

 

○第４回会合（平成３０年４月２５日（水）） 

・衛星放送の未来像に関するワーキンググループ報告書骨子案について 

・意見交換 

 

 

○第５回会合（平成３０年５月１８日（金）） 

・衛星放送の未来像に関するワーキンググループ報告書案について 

・意見交換 

 

 

 


